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              午前９時５２分 開議 

委員長（高重洋介君） ただいまの出席委員は１３名であります。定足数に達しておりま

すので，これより第４回予算特別委員会を開会いたします。 

 前回に引き続き，部ごとの詳細審査を行ってまいります。 

 本日の所管については，一般会計以外に特別会計もありますので，各部とも一般会計，

特別会計の順に審査を行います。 

 委員の皆様には一問一答方式での質疑を行っていただきますよう，引き続くよろしくお

願いをいたします。また，答弁は質疑に対して的確にされるよう願います。 

 委員からの質疑，特に予算計上額の積算根拠について答弁調整後からの報告にならない

よう，資料等，前もって十分なる準備をお願いをいたします。 

 また，質疑，答弁は着席したままで行ってください。 

 本日は，市民生活部，福祉部所管の審査となります。 

 まずは，市民生活部所管の審査を行います。 

 市民生活部長より担当部所管事業について説明を求めます。 

 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） 皆様，おはようございます。 

 委員長をはじめ委員の皆様におかれましてはお忙しい中，予算特別委員会を開催いただ

きまして，まことにありがとうございます。 

 本日は，私の方から市民生活部の所管する新年度予算の概要について御説明をさせてい

ただきますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

 では，ここから座って説明をさせていただきます。 

 平成２９年度当初予算案の概要，これに基づきまして説明を展開させていただきます。 

 概要の１５ページ，１６ページをお開きください。 

 市民生活部は，市民生活に直結した身近な継続的な事業を推進しておりますので，平成

２９年度予算におきましても特筆すべき新規拡充事業等はございませんが，引き続き市民

サービスの維持，向上に資する事業の推進に努めてまいります。竹原市まち・ひと・しご

と創生総合戦略の推進に位置づく市民生活部が所管いたします主な事業といたしまして

は，まずこの１５ページの３列目にございます健やかで支え合う安心のまちづくりへの挑

戦では，一番上の医療の充実と健康づくりの推進の中で，上から３行目と４行目にござい

ます健康対策普及事業といたしまして２，１５０万８，０００円，またその下にあります
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特定健康診査等事業といたしまして２，０７９万６，０００円を計上させていただいてい

るほか，８行目，後期高齢者健診事業といたしまして１，１２９万３，０００円，その２

つ下１０行目，生活習慣病重症化予防事業といたしまして４８５万４，０００円を計上さ

せていただいているものでございます。 

 また，その列の一番下，暮らしの安全と安心の確保の中で，街路灯設置事業といたしま

して４４８万７，０００円を計上させていただいております。 

 隣の１６ページ１列目，竹原のもつ住みよい環境づくりへの挑戦では，自然環境の保

全，活用としまして大久野島活性化事業といたしまして５５万円を，次の循環型社会の形

成の中で広島中央環境衛生組合への負担金といたしまして５億７，８４４万４，０００円

を，またその下の家庭ごみの指定ごみ袋制度推進事業といたしまして３，１７５万１，０

００円を，それぞれ計上させていただいております。 

 ２列目の安全でしっかりとした都市基盤づくりへの挑戦では，一番下にございます下水

道の整備の中で合併処理浄化槽普及事業といたしまして１，６０７万９，０００円を計上

させていただいております。 

 ３列目のみんなで築くまちづくりへの挑戦では，中ほど，地域活動と協働のまちづくり

の推進といたしまして，地域自治振興交付金事業をはじめ，その他関連４事業合わせまし

て２，５０１万５，０００円を計上させていただいております。 

 市民生活部が所管しております主な事業につきましては以上でございます。 

 続きまして，国民健康保険特別会計について御説明をさせていただきます。 

 ３５ページ，３６ページをお開きください。 

 平成２９年度国民健康保険特別会計は，総額は４０億５，１５５万８，０００円で対前

年比，額にして１億１４４万２，０００円，率にして２．４％の減となっております。そ

の増減の主な要因につきましては，まず歳出から申し上げますと，総務費において国保広

域化のシステム改修に伴い，額にして１，７６３万３，０００円の増となっております。

また，保険給付費におきましては，被保険者数の減少に伴うもので，額にして１億３，２

６４万７，０００円の減となっております。また，共同事業拠出金におきましては，高額

医療費の増加に伴いまして，額にして２，８２１万３，０００円の増となっております。 

 歳入における主な増減の要因につきましては，国庫支出金におきまして一般被保険者の

保険給付費の減少に伴いまして，額にして５，７４２万１，０００円の減となっておりま

す。また，療養給付費等交付金におきまして退職被保険者の保険給付費の減少に伴い，額
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にして３，７７４万９，０００円の減となっております。また，前期高齢者交付金におき

まして，前期高齢者の加入率の増加に伴いまして，額にして１億２，３９４万３，０００

円の増となっております。県支出金につきましては，国庫支出金と同様の理由によりまし

て，額にして１，５８５万７，０００円の減となっております。共同事業交付金におきま

しては同様の理由によりまして，額にして２，１９４万円の減となっております。繰入金

につきましては，財政調整基金繰入金の減少に伴いまして，額にして９，２０９万円の減

なっております。 

 国民健康保険特別会計については以上でございます。 

 続きまして，後期高齢者医療特別会計について概要の御説明をさせていただきます。 

 ４３ページをお開きください。 

 平成２９年度後期高齢者医療特別会計は，総額４億４，６２４万３，０００円で対前年

度比，額にして３，０７５万７，０００円，率にして６．４％の減となっております。後

期高齢者医療保険制度は，事業主体である広島県後期高齢者医療広域連合が事業全体の予

算組みをしております。参画する市町は，毎年広域連合から負担金の形で示される事業費

を予算化し，保険料と繰入金をもって財源措置しているものでございます。今回の減額の

主な要因といたしましては，この広域連合による平成２９年度の被保険者数見込みの減少

によるものでございます。 

 私からの概要説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長（高重洋介君） ありがとうございました。 

 それでは，市民生活部長より説明が終わりましたので，質疑を行ってまいります。 

 これから，歳出費目を審査してまいりますが，その審査過程において特定財源である歳

入に対する質疑がある場合は，歳出に合わせて質疑をしていただきますようお願いいたし

ます。 

 それでは，総務費，総務管理費，一般管理費，４６，４７ページをお開きください。 

 ４７ページの２，行政連絡に要する経費のみを審議いたします。 

 質問のある方は，挙手にしてお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続きまして，５６，５７ページをお開きください。 

 中段，コミュニティ振興費について質疑のある方は，挙手にしてお願いいたします。 

 脇本委員。 
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委員（脇本茂紀君） 一問一答なので１つずつ行きます。 

 まず，地域自治振興交付金１，４０６万７，０００円の具体的内容をお知らせくださ

い。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 地域自治振興交付金についてでございますけども，

こちらにつきましては，各自治会に対しまして行政事務の連絡に協力いただいております

自治会に対しまして交付金を交付するものでございまして，地域における連帯感の醸成，

環境保全思想の普及啓発及び自治意識の向上を図り，自治会の育成と円滑な運営を推進す

るとともに，市民と市の協働による住みよい豊かな地域社会の形成及び地域自治の振興に

資することを目的に交付しているものでございます。 

 算出根拠といたしましては，まず均等割といたしまして各団体へ５万円掛ける７５団

体，また世帯割として１世帯当たり１，０００円，また僻地割として僻地地域には１世帯

当たり５５０円をそれぞれ掛け合わせまして，合計として１，４０６万７，０００円を計

上しているものでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） これは，各自治会に交付をするということですけども，例えば自治

会が様々な事業というか仕事を行っているわけですけども，この振興交付金が具体的に該

当するものはどういうもの，どういうものを，さっきの算出根拠の具体的な中身として，

どういうものに充てる費用として自治会に交付しているのかというのを聞かせてくださ

い。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 事業の内容といたしましては，まず地域自治組織の

円滑な運営の推進に要すること，また広報に関することといたしまして，市の方から依頼

させていただいております配布物の配布，また地域の取りまとめに関することといたしま

して，災害時連絡等の地域防災の推進，また地域の環境衛生の推進，各種実情調査の実

施，人材等の推薦説明等の調整，こういったことを事業の内容としているところでござい

ます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 
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委員（脇本茂紀君） では次に，地域協働事業支援補助金４８４万８，０００円の具体的

な内容を教えてください。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 地域協働事業支援助成金につきましては，協働のま

ちづくりを推進する住民自治組織の活動を支援するため，市内１７地区の住民自治組織に

対しまして，地域行動プランに掲げる地域の課題解決や魅力づくりに向けた事業に対し助

成金を交付しているものでございまして，それぞれ均等割また世帯割で計算させていただ

きまして，総額といたしまして４８４万８，０００円を計上しているものでございます。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） 世帯割と均等割で交付するということはわかるのですけども，要す

るにこれ協働のまちづくりの推進というのが主な内容であるとすると，それぞれの協働の

まちづくりに対して交付するものということで考えていいですか。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 交付の方法でございますけども，まず全体として均

等割，世帯割ということがございますが，第２期の助成金といたしましてはプロジェクト

助成金としまして，特に高齢者あるいは環境問題，子育て支援等の事業を実施いただいた

場合につきましては，プロジェクトとして加算で１事業当たり３万円で，各組織に事業ま

での加算方式で交付しているところでございます。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） 次年度の予算でプロジェクトで加算されるのは，具体的にどのよう

な内容ですか。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 加算事業につきましては，従来どおりその３事業に

対しまして事業を実施いただきましたら加算をするということで，助成金を交付している

ところでございます。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） いや，今の３事業で具体的に今年度は，全部の団体のそういうこと

に関する事業が全て交付対象ということなのか。今言うように，３団体なら３団体という

こと，そこらのちょっと具体的なこと。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 
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まちづくり推進課長（國川昭治君） こちらの助成金は，全組織を対象にしておりますの

で，全組織が各２事業まで実施可能ということでございます。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） 次に，同じく公募型補助金の具体的内容をお教えください。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 公募型補助金につきましては，まちづくりに関する

市民の参加意欲を高めまして，新たな市民活動を促進するため，市が行う公募に対して市

民自らが企画し，自主的に行う市民福祉の向上につながる公募型事業に対しまして，予算

の範囲内で補助金を交付しているところでございます。補助率といたしましては，１事業

で２分の１で上限額を２５万円として交付しているところでございます。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） ２５万円が上限ということで，予算でいうと２事業ということに枠

がなりますよね。例えば昨年度，一昨年度の具体的な公募型事業というのは，どんなもの

があったかというのを教えてください。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 公募型補助金につきましては，平成１７年度から実

施をさせていただいておりまして，これまで１６事業で総額３２６万４，０００円を交付

しているところでございます。２７年度の事業といたしましては，小梨の方で小梨名水を

活用いたしました地域活性化事業また町並み裏通りの安全確保及び景観構造事業というこ

とで，この２事業に対しまして合計４９万８，０００円を交付しているところでございま

す。２８年度につきましても，引き続き小梨名水を中心とした地域活性化事業に対しまし

て１５万円を交付しているところでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） その次の自治サポート助成金５００万円の具体的な内容を教えてく

ださい。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） こちらにつきましては，宝くじの助成金を活用いた

しまして，各地域に２５０万円掛ける２団体に交付するものでございまして，今年度につ
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きましては中通小学校区，こちらが２８年４月に立ち上がりましたので，こちらに対しま

して，また仁賀町，この２団体に対しまして２５０万円掛ける２ということで５００万円

を計上しているところでございます。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） これもちょっと昨年度の実績を教えてください。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 昨年度２５０万円につきましては，地区名でいいま

したら田万里地区と荘野地区，この２団体に同様に２５０万円ずつ交付しているところで

ございます。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） それで最後に，自治機能強化事業補助金６０万円について具体的な

内容を教えてください。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 自治機能強化事業補助金６０万円につきましては，

住民自治組織の活動の充実に向けまして，生涯学習で得た成果を活用いたしまして地域活

動へ還元する事業でございまして，公民館や学校，家庭などの住民自治組織が連携いたし

まして，地域ニーズを捉え，学びの蓄積を効果的に地域に活用できるプログラムを作成

し，実施するものでございます。２９年度につきましては，１組織３０万円を条件としま

して２組織の事業の実施を見込んでいるところでございます。 

 なお，２８年度につきましては，荘野地区，仁賀地区におきましてこの事業を実施して

いるところでございます。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） 今押しなべて全てコミュニティというか組織の育成，協働のまちづ

くりの育成に使われているということでありますけども，それの年に２事業ぐらいずつと

か，４事業とかというぐらいな数字ですから，これを市内全域にバランスよく計画的に配

分するという手法は，何らかの形でとられていますか。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） この事業につきましては，公民館の活用拠点づくり

に向けての執行事業として位置づけているところでございまして，市内１７組織，現在特
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に公民館のある地域から先に事業実施に取り組んでいるところでございます。 

 この事業につきましては，現在２７年度が同じ地区ということで，小梨の方では蛍を活

かしたまちづくり等が実施されておりまして，また荘野地区では荘野の歴史について学校

と各組織とが連携をし，盛り上げていっているところでございます。また，仁賀町につい

ては食をテーマにしまして，仁賀の方でとれる食を活用して，食の教室，講座あるいは工

場の見学等をしまして，地域の食について勉強しようという取組などをしているところで

ございます。 

 こういった事業の活動については，やはり公民館と住民自治組織の連携をして取り組ん

でいくという事業となっておりますので，地域においては住民自治組織の成熟度あるいは

公民館と住民自治組織の連携の差がございますので，現在実施可能なところからこの事業

に取り組んでいただいているところでございますが，やはり地域に合った仕組みづくりが

必要であると考えておりまして，引き続き協働推進係の方で取り組んでおりますけども，

実施可能ではないかという団体数を現在予算計上しているところが実情でございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） それで，こういうふう継続的に協働のまちづくりを強化するという

意味でこの事業が展開されていますけれども，これが例えばホームページとか，あるいは

この事業の成果というものが広く市民に知らされるような仕組みはありますか。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） まず，広報啓発ということでございますけども，竹

原市のホームページの方に協働のまちづくりという項目がございまして，全１７組織の現

在の活動状況をいろんな行事をするたびに常に更新する形で広報発信させていただいてお

ります。あわせて，各地域では地域におきまして協働組織の活動だより等を世帯に配って

いただきまして，啓発などされているということで聞いております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，続いて５６，５７ページ下段の支所及び出張

所費，次のページの中下までございます。 
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 質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） これは，今までは支所，出張所の人件費は，それぞれのところに掲

載されていたのですけども，これ，いつからこういうふうに支所，出張所の人件費がどこ

に行ったのかわかりませんが，支所やそれぞれ出張所費の中に計上されていないのはなぜ

ですか。 

委員長（高重洋介君） 市民課長。 

市民課長（森重美紀君） いつからというのはわからないのですが，平成２８年度も人件

費，ここにはなかったように考えておりますが，人件費については総務課の予算の方に計

上されております。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） 大体いろんなものがそういうふうな傾向になっているのですよね。

だから，例えば支所長は市民課長が兼務とか，あるいは職員の場合も，だから総務課に記

載されているために，支所に一体正規の職員が何人いて，非正規の職員が何人いるかとい

うようなことが，言ったら予算書見たら非常にわかりにくい内容になっているのです。こ

れは，我々もずっと支所の流れとか経緯を見てきて，どんどん減らされるのだけど，窓口

もどんどんなくなっているのです。例えば昔は支所に税務課もあったし，支所に例えば水

道課もあったし，そういうところがほとんど引き上げられて，今支所にいる職員は，いつ

もお話をするように正規の職員が２名というふうなことになる。これは，やっぱり財政的

な管理上もそうだけど，結局，支所，出張所というものの独自性とかあるいは支所，出張

所の役割というふうなものが非常に見えにくくなっているということの，一つの結果であ

ると思うのですけども，そこらあたりの適切な管理というのは，どのように行われている

か，お伺いいたします。 

委員長（高重洋介君） 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） 今御質問いただきましたが，これは支所の管理運営という

中での御質問ではございますが，どこまでもそういった人配ですとか，組織が行う事務と

いうことを竹原市の組織全体の中で効率的な体制，こういったものを考えながら現在の形

が出来ているということでございます。そうした中で，確かに地域の皆様のサービスの低

下につながるようなことはあってはならないとは考えておりますが，例えば支所の機能を

さらに充実させるということは，現体制，現在の財政規模では大変難しいという側面もご
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ざいまして，その辺は御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） 結局，地域の住民とってはいろんな要望や声を届ける際に，例えば

支所長はある意味いないのですよね。では，どうやって届けるかと，本庁に言っていくし

かない，だけど本来の支所の機能は，実は住民の中にどんな課題があって，どんな要望が

あって，どういう声が届いているのですよということがつぶさに伝わって，その改善がそ

れぞれ図られるというために支所が本来あるはずなのです，支所にしても出張所にしても

そう。ところが，さっきのような人配の経過の中で，例えば出張所はもっとひどいことに

なっていて，正規の職員は多分１人ずつしかいないと，もし年次有給休暇でもとったらど

うなるのだというふうな，その状況に支所や出張所の日常がおかれているし，特に今言う

管理部門，いわば住民に責任を持って応える部署というものが，結局本庁にしかないとい

うふうになっていて，それが一定に地域の弱体化ということにもつながっていると思う。

そういう意味で，これは要望ですけども，やっぱりそこらあたりのことも真剣に考えた，

これは総務課に言わないといけないかもわからないけども，市民課からいえば，そういう

ことをやっぱり強く総務課に要望して，人配を図っていただくような手だてを，現場を最

も把握されているのが市民課長ですから，そういう実態を踏まえて４月の人事異動に向け

て，総務課に人配の要求する必要があるのではないかと思いますが，いかがでしょうか。 

委員長（高重洋介君） 市民課長。 

市民課長（森重美紀君） 私は支所長でありますが，確かに支所には常駐しておりません

けれども，定期的に支所を訪問しておりまして，窓口の声ですとかは把握しているつもり

でおります。確かに支所，出張所の住民の皆さんの支所，出張所に対するニーズというも

のはあると考えておりますので，それについては総務課の方に適切に上げてまいりたいと

考えております。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，諸費の方に移ります。 

 ６０ページ，６１ページをあけてください。 

 ６１ページの１，街路灯設置に要する経費と，１枚めくってください，上段，４，防犯

活動に要する経費，５，一般事務に要する経費の３点から質疑のある方は，挙手にてお願

いをいたします。 
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 竹橋委員。 

委員（竹橋和彦君） １番の街路灯設置に要する経費の中から機器リース料，前年３５０

万円，本年度３６３万５，０００円，これはリース料なのである一定性があるのかなと思

っていたのですけど，要はＬＥＤが未整備のところを途中で整備されていないところ，組

み込めるというふうに理解していいのか，その点について。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） こちらの機器リース料３６３万５，０００円につい

ての質問でございます。 

 昨年度の予算計上額が確かに３５０万円ということで計上させていただいたところでご

ざいますが，昨年度はまだ整備中途でありましたので，見込みとして計上させていただい

た額ということがございます。今年度につきましては，昨年度改修済み分の金額，灯数に

合わせまして現在，昨年度改修できていないものについて中国電力と調整しているのです

が，そちらの改修分また自治会から新規要望がございましたので，これらを全部含めまし

てリース料を計上させていただいておりまして，年額３６３万５，０００円ということで

計上させていただいているものでございます。ということで，委員の質問言われますとお

り，改修分，未改修と新設分を含んだものということで御理解いただきたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 竹橋委員。 

委員（竹橋和彦君） 従来この制度ができる，リース制度ができる前たくさんＬＥＤに転

換しているところがあると思うのですけれど，その辺の組み入れというのは難しいのです

か，リースの中に。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 街路灯につきましては，今回リース契約でＬＥＤ化

されたもののほかに，既に自治会の方で自主的に街路灯をＬＥＤに改修されていたものが

約５００基ございます。こちらについては，あくまでも財産は自治会のものになりますの

で，中途からリースに含むということは難しいという状況の中で，修繕等がございました

ら自治会の方で負担をお願いしているというところでございます。 

 なお，管理を一元化するということから，リース物件に含めましてこの５００基も一時

的にはリース業者が，例えば電気が切れていますよとかということがございましたら，リ

ース業者の方でまずは調査し，原因がわかり次第自治会の皆さんと連携をして，修繕に当

たっているというところがございます。 
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 以上です。 

委員長（高重洋介君） 竹橋委員。 

委員（竹橋和彦君） 早くしているところだったら，もう既に数年か前にやっていると思

うのですけれども，今後，例えば機械ごとかえないといけないＬＥＤが大半だと思うので

す。それをやるには約４万５，０００円近くかかって，２万円ぐらいの補助でしたか。そ

の後に，例えば経年をして改めて壊れてという時はリースに組め込めるのかどうか，その

辺について。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） まず，市の方で交付しております街路灯設置事業に

係る補助金でございますが，こちらにつきましては蛍光灯からＬＥＤ灯へ変換する場合に

交付している補助金でございまして，ＬＥＤ灯からＬＥＤ灯に交換する場合は対象になら

ないという補助金でございます。 

 また，リースにつきましては，リース期間１０年ということでございますので，リース

中途からその他のものを組み込んでいくということはできないかと思っております。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，６２，６３ページ中段です。 

 交通安全対策費について質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続きまして，７０ページ，７１ページをお開きください。 

 戸籍住民基本台帳費の中の１，人事管理に要する経費を除くところで質疑のある方は，

挙手にてお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続いて，民生費の方へ参ります。 

 ８２ページをお開きください。 

 ８２，８３，８４，８５ページの中ほどまでございます。その中の６番，８３ページの

下の段，国民健康保険事業に要する経費，１枚めくっていただきまして，高額療養費貸付

に要する経費の２点について質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

 ありませんか。 
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 松本委員。 

委員（松本 進君） ここ繰出金のことがちょっと書いてあるものですけれども……。 

委員長（高重洋介君） 何ページですか。 

委員（松本 進君） ８３でいいのでしょ。ここの２８，これ全部繰出金が２８ずっと，

５項目ありますよね。これ１つは，法定で定められた繰出金になりますけれども，この中

に法定外の繰り出しというのがあれば，入っているのかどうか教えてほしいのと。 

 それで，法定外の繰り入れできるのがあるかどうか。 

委員長（高重洋介君） 市民課長。 

市民課長（森重美紀君） 法定外の繰出金は入っておりません。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 入ってないということですが，確かに５項目の条件，こういう時は

入れられますよというのがあったと思うのですが，それがわかればちょっと５項目教えて

もらえますか。 

委員長（高重洋介君） 市民課長。 

 後にしましょうか。 

市民課長（森重美紀君） 済みません。 

委員長（高重洋介君） 後でお願いいたします。 

 いいですか。 

 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，国民年金費，９２，９３ページをお開きください。 

 中段です，国民年金費で１の人事管理に要する経費を除きます。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） その下の人権推進費の中の人事管理に要する経費を省きまして，

１ページ開いていただきまして，３番，人権教育啓発活動に要する経費のうち，１９，竹

原市企業関係者同和問題研究協議会負担金，補助金について，これも除きます。この３点

を除いて質疑のある方は，お願いいたします。 

 山元委員。 

委員（山元経穂君） 人権教育啓発活動に要する経費で，説明番号が同じなので同時に聞
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きたいと思いますが，１９の竹原市人権教育推進協議会補助金の内容と部落解放団体補助

金の内容を教えてください。 

委員長（高重洋介君） 人権推進室長。 

人権推進室長（向井直毅君） まず，１点目の人権啓発推進協議会の補助金につきまして

は，部落差別をはじめあらゆる差別を解消するため，市民が主体となって地域，職場など

において人権教育，人権啓発を推進することを目的として設立しているものでありまし

て，これは市内に各町の人権教育推進協議会というのがありまして，それを総括するよう

な団体でございまして，主にはそれぞれ社会教育部会，学校教育部会，就学前部会という

３つの部会に分かれる中で，それぞれ啓発に向けての研修等を行っているものでございま

す。 

 次に，部落解放同盟広島県連合会竹原市協議会への補助金につきましては，同じく同和

問題の早期解決を図るため，部落差別をはじめあらゆる人権問題の解決に取り組むことを

目的として活動されている団体でございまして，竹原市の本市が行う人権啓発への協力も

含めて，それぞれ育成をしていく必要があるということで５０万円の補助金を交付してい

るものでございます。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 山元委員。 

委員（山元経穂君） 先般，松本委員さんが一般質問で行われた件でもありましたけど，

部落解放問題ついてもうここ数年，五，六年規模でとってもいいと思いますが，皆無とま

では言わないですが，ほぼそういう問題は起きてないというか，ほとんどないというよう

な状況の中で，竹原市人権教育推進協議会補助金と部落解放団体補助金に関しては，もう

同じ，５年ぐらいですか，ほぼ同額が計上されていると思うのですよね。竹原市人権教育

推進協議会は，先ほどの室長の説明を聞く限り，同和問題をはじめとしてということで同

和問題も対象になっているので，これやっぱり予算措置としては，問題が少ない以上はも

う変更するなり，考えていかなければならない問題ではないかと思うのですが，その辺の

御答弁をいただきたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 人権推進室長。 

人権推進室長（向井直毅君） 確かに先ほど申し上げましたとおり，部落問題をはじめと

してということで，全く部落問題を対象にしてないというわけではございませんが，特に

人権啓発推進協議会につきましては様々な人権課題，特に，これも以前御答弁申し上げた
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こともあろうかと思うのですけれども，障害者でありますとか，高齢者，また女性に関す

る，そういった様々な人権課題に対して啓発をさせていただいております。それぞれ各部

会におきまして，主には啓発，講演，研修というものがメインなろうかと思うのですけど

も，それぞれそういった人権課題を対象とした啓発活動，講演会を実施しているというこ

とで御理解をいただければというふうに考えております。 

 以上でございます。 

委員（山元経穂君） 委員長，答弁漏れがあります。何で変わってないのに，予算執行が

変わらないのか。件数が出ているのに予算執行が変わらないのかということを聞いている

のですが，今の答弁の中にそれがなかったので，再度答弁をお願いいたします。 

委員長（高重洋介君） はい，お願いします。 

人権推進室長（向井直毅君） 失礼いたします。確かに予算規模は変わっていないのです

けれども，内容といたしましては，先ほども申し上げましたとおり，そういった講演会，

研修会を中心にそれぞれ，主にはこの予算というのはそういった研修会に対する講師謝礼

というのがメインなろうかと思います。これは，先ほど申し上げましたとおり，部落差別

問題に関わらず，そういった様々な人権課題を中心とした講演会というのは，引き続き同

様に実施をしているということで，予算規模も同額で計上させてもらっているというよう

なことでございます。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

 井上委員。 

委員（井上美津子君） 次のページでもよろしいのですかね。 

委員長（高重洋介君） はい。 

委員（井上美津子君） ９７ページのＤＶ等防止対策事業に要する経費についてなのです

けども，やはりＤＶに関してはだんだん長期化している問題というのが多くなっていると

お聞きしております。やはり，生活相談員さんの負担というものは大きくなっているので

はないかと思うのですけども，そこら辺ちょっと教えていただきたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 人権推進室長。 

人権推進室長（向井直毅君） ＤＶの相談におきましては，確かにここ数年潜在化してい

た，そういった問題が表面化しているというようなこともございまして，相談内容という

のも大変，量もさることながら内容についても複雑化，深刻化しているというような状況
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であります。そういった中で，ＤＶ相談員を中心とした相談体制というものも非常に忙し

くなっているといいますか，負担も重くなっている現状がございます。そういった中で，

職員も含めて全体として，そういった相談業務，支援業務に当たらせていただいていると

いうような現状でございまして，引き続きそういった体制の強化，またそのスキルのアッ

プについても引き続き検討し，実施してまいりたいというふうには考えております。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 井上委員。 

委員（井上美津子君） 先ほどスキルアップということもお聞きしておりますけども，や

はり去年も研修会負担が３，０００円というふうな形で，このたびも３，０００円という

形で，そのスキルアップという部分では，やはりいろんな研修会に出て情報を集めると

か，そういうものが必要になってくるのではないかと思うのですけども，いかがでしょう

か。 

委員長（高重洋介君） 人権推進室長。 

人権推進室長（向井直毅君） 研修会出席負担金，これは負担金が必要なものに限っての

予算計上でございまして，それ以外にも費用弁償という中で出張旅費を組んでおります

が，そういった中で広島市内で行われている研修会でありますとか，例えば国が実施する

研修会で負担金が国が負担をしていただけるというような研修もございます。そういった

ものを積極的に活用する中で，相談員のスキルアップを図っていきたいというふうには考

えておりますので，よろしくお願いいたします。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 そのほか。 

 堀越委員。 

委員（堀越賢二君） ページ戻ります。９５ページの男女共同参画推進に要する経費の推

進協議会委員報酬，それと講師報酬のところで，これは委員の方は増えたり減ったり，今

年は減っているというところですが，講師の方は，倍とは言いませんけど，どんどん増え

ているといったような，この金額の増減といったような内容を教えていただきたいと思い

ます。 

委員長（高重洋介君） 人権推進室長。 

人権推進室長（向井直毅君） まず，推進協議会の委員報酬につきましては，平成２８年

度は現在進行中であります男女共同参画プラン，これがちょうど中間年の見直し時期とい
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うこともありまして，通常年１回この協議会を開いて進捗状況を審議していただくとこ

ろ，今年度は年２回実施するということで予算を計上させていただきました。２９年度に

つきましては，それを年１回に戻したということで，その報酬がちょうど半額になってい

るということでございます。 

 それと，講師の報酬につきましては，来年度特に働き方改革ということで，ワーク・ラ

イフ・バランスであるとか，そういった女性の働き方改革を推進するための企業向けのセ

ミナーというのを新たに実施したいというふうに考えておりまして，その講師の謝礼を多

少上乗せしたような形で今回予算を計上させているというところでございます。 

委員長（高重洋介君） 堀越委員。 

委員（堀越賢二君） その企業向けセミナーは，どういったような，回数とかというもの

を予定していますか。 

委員長（高重洋介君） 人権推進室長。 

人権推進室長（向井直毅君） これは回数としては１回でございまして，そういった専門

家の著名な講師を招聘いたしまして，これ，もちろん当然商工会議所との共催というよう

な形で実施したいというふうには考えております。 

委員長（高重洋介君） 堀越委員。 

委員（堀越賢二君） できれば，予算のこともありますが，様々なところ，企業，どうし

ても商工会議所というところも関係してきますけど，大手の企業であれば企業内のそのよ

うな研修も可能でありましょうし，できれば実りあるそういったようなセミナーを年間通

じて，できれば定期的に少し回数を増やすような方向に向けていけば，皆さん周知してい

ただけるのかなと思いますので，そこら辺の今後検討はされる予定はあるかないか。 

委員長（高重洋介君） 人権推進室長。 

人権推進室長（向井直毅君） おっしゃられるとおり，年１回ということになると１回切

りで効果というのはどうなのかというようなことも確かに課題としてはございます。おっ

しゃるとおり，予算的な制約がある中で，あとはまだこういった働き方改革というような

セミナーも始まったばかりというようなこともありまして，企業の参加状況またニーズ等

も踏まえながら，今後そういった継続的なセミナーの開催についても検討させていただき

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 
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              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，９６，９７下段，隣保館費。 

 市民課長。 

市民課長（森重美紀君） 先ほどは大変失礼いたしました。国保会計の繰出金の説明をさ

せていただきたいと思います。 

 ８３ページの国民健康保険事業に要する経費についてでございますが，繰出金につきま

しては，地方財政計画に基づく国民健康保険の繰出金で，地方交付税で所要の措置が講じ

られるものでございます。 

 職員給与費につきましては，国民健康保険事業に関わる事務費について計上しておりま

す。 

 出産育児一時金につきましては，保険給付費のうち，祝出産育児一時金に関わる経費に

要する経費でございまして，支給基準額４０万４，０００円の３分の２の額を計上してお

ります。それに産科医療補償制度の１万６，０００円も足しております。今年度は１７人

掛けるの４２万円掛け３分の２で４７６万円を計上しております。 

 続きまして，財政安定化支援事業の繰出金につきましては，普通交付税の試算によりま

して３，５６０万５，０００円を計上しております。 

 続きまして，保険基盤安定繰出金保険税軽減分につきましては，低所得者の保険税を軽

減した額を県と市が公費で補填することにより，被保険者の負担の緩和を図るものでござ

いまして，今年度は４，１８０人の軽減を見込んでおりまして，１億２，０６２万４，０

００円を計上しております。 

 続きまして，保険基盤安定繰出金保険者支援分につきましては，保険料軽減の対象とな

った一般被保険者数に応じて平均保険料の一定割合を公費で補填することにより，低所得

者を多く抱える保険者を支援し，中間所得者層を中心に保険料の軽減を図るものでござい

まして，６，２８０万９，０００円を計上しております。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 この件につきましては，国保の特会にて歳入として繰入金となりますので，国保の特会

の時に。 

委員（松本 進君） ちょっと一言いいでしょうか。ここの繰入金のことで関連で言った

のは。 
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委員長（高重洋介君） マイクお願いします。 

委員（松本 進君） ちょっと私が言いたいのは，今これは法定の分で繰り入れしている

ということの説明ですけども，その関連で私，法定外，それがここに入ってないと言われ

たので，入ってないのですけれど，その入れる項目の５項目あったものです。それは何で

すかと聞いたものですから，もしまたわかればまた聞きます。 

委員長（高重洋介君） 今わかりますか。 

 市民課長。 

市民課長（森重美紀君） 法定外に基準はございません。 

委員長（高重洋介君） では，続いて参ります。 

 ９６ページをお開きください。 

 ９６ページから次のページ９９ページ，隣保館費の１，人事管理に要する経費を除きま

す。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いをいたします。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） １点だけ。９９ページの隣保館の館長報酬がありますけれども，こ

こで聞きたいのは館長を選任する基準といいますか，これがあれば教えてほしいのと，今

やっておられる人は。 

委員長（高重洋介君） 一問一答でお願いします。 

委員（松本 進君） 何年継続しておるかということだけをちょっと。 

委員長（高重洋介君） 人権推進室長。 

人権推進室長（向井直毅君） 選任基準ということで，特にそういった基準は設けており

ません。 

 現在の隣保館長につきましては，ちょっと今手持ちに資料を持ち合わせていないのです

けれども，おおむね５年程度ではなかろうかというふうに思っております。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，下段の人権センター費に参ります。 

 次のページの中ほど，下までございます。そのうちの１，人事管理に要する経費を除い
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たところで質疑のある方は，挙手にてお願いをいたします。 

 山元委員。 

委員（山元経穂君） １０１ページの人権センター事業に要する経費の８，講師報酬の内

容について教えてください。 

委員長（高重洋介君） 人権推進室長。 

人権推進室長（向井直毅君） こちらは，人権センター事業の中で年３回人権啓発講座と

いうものを開催をいたしております。主にはそちらの講師謝礼に充てているということで

ございます。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 山元委員。 

委員（山元経穂君） ２７年度の決算では１６万５，０００円で，昨年２８年度の予算で

は１３万８，０００円ということで，これは人権啓発をする回数が減っているということ

ですか。 

委員長（高重洋介君） 人権推進室長。 

人権推進室長（向井直毅君） 昨年度まではこの人権啓発講座に加えて地域交流講座とい

うものを開催をしていたのですけれども，こちらは特に人権啓発講座とのすみ分けが非常

にわかりづらい，類似性が強いということでこれを統合したというふうに御理解いただけ

ればというふうに考えます。よろしくお願いいたします。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，１００，１０１ページ下段の後期高齢者医療費について質

疑のある方は，挙手してお願いをいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，児童福祉費の方に参ります。 

 １０４，１０５ページをお開きください。 

 その中の３番，乳幼児等医療給付に要する経費，ここのみです。 

 質疑のある方はお願いします。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） 医療費の積算内容といいますか，対象者とか，そういう内容を教え
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てください。 

委員長（高重洋介君） 市民課長。 

市民課長（森重美紀君） 対象者は小学校６年生までで，対象者数１，８２６人となって

おります。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，続いて保健衛生費，１１８ページをお開きく

ださい。 

 １１８ページの下の辺ですが，３，公衆衛生推進に要する経費，４，原爆被爆者対策に

要する経費の２点のみ質疑のある方は，挙手にてお願いをいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，続いて１２０ページをお開きください。 

 １２０ページから１２３ページにかけてですが，１，健康づくり推進に要する経費のう

ち，１１番，消耗品費，印刷製本費，通信運搬費，１３番，後期高齢者健診委託料，ここ

について質疑のある方は，挙手にしてお願いをいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは続いて，環境衛生費，１２２ページをごらんください。 

 １２２から１２５ページ上段までです。環境衛生費，質疑のある方は，挙手にてお願い

します。 

 いいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） １２５ページ，続いて火葬場費，１２４ページ，２５ページの上

段です。質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

委員（堀越賢二君） 済みません。ちょっとばたばたしてページの整理がちょっと……。 

委員長（高重洋介君） もう一回，環境衛生費から参ります。 

 １２２，１２３，次のページの２５の中ほどまであります。 

 堀越委員。 

委員（堀越賢二君） １２３の，これ地球温暖化対策というところで，今まで住宅用の太

陽光発電システム補助金事業ということで，竹原市の方も力を入れていたのですが，昨年
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の１２０万円がなくなった理由。これ年でいうと平成２５年は４４１万円，平成２６年は

３９２万円，平成２７年２００万円，２８年１２０万円で２９年はゼロということになっ

ております。これは，県の支出金等のこともあるとは思うのですが，そのゼロになった理

由をお願いします。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 住宅用太陽光発電システム設置促進事業補助金のゼ

ロについてでございます。 

 本市では，地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚を図るために本制度を平成２１年

１１月に創設をいたしまして，この間３３９件の補助金を交付してきたところでございま

す。これまで太陽光発電システムの開発が進みまして設置費用が下がってきており，一定

に普及していることや，公共施設におきましても１８施設設置するとともに，市内各地に

民間によりソーラー発電システムが設置され，目にする機会も非常に多くなってきている

ところでございます。こうしたことからこの補助金の目的であります地球温暖化の防止及

び環境保全意識の高揚を図ることについては，一定に当初の目的は達成されたものである

と判断をいたしまして廃止するものでございますが，引き続き温暖化対策をはじめとしま

す環境保全に関しては推進してまいりたいと考えているところでございます。よろしくお

願いします。 

委員長（高重洋介君） 堀越委員。 

委員（堀越賢二君） 今まであったものがなくなるといったようなことですから，今年度

に入って市民の皆さんから問い合わせがあった場合，２８年度，今年度においてこの補助

金がなくなりますのでといったような，そういったような周知はあったのかどうか。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 廃止につきましては，２９年度からという形になり

ますので，今後周知徹底を図ってまいりたいと考えております。 

委員長（高重洋介君） 堀越委員。 

委員（堀越賢二君） なくなりましたというよりは，駆け込みというわけではないのです

けど，２８年度において切れるわけですから，なくなるといったようなことを伝えておい

た方が，２９年度急にないよと言ってわかるよりは，普及はしているといえども，そうい

ったようなことを希望される方に全く周知してなかったよというよりは，年度においてし

ておいた方がいいのかと思いますが，どんなでしょうか。 
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委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 委員おっしゃいますように，確かに来年度急になく

なったということで，御利用いただく予定であった方については非常に困惑されるとは思

いますけども，制度につきましては今回本議会において予算を審議いただいて決定される

ものでございまして，前倒しでやめますというのはなかなか難しいかなと考えております

ので，御理解のほどお願いいたします。 

委員長（高重洋介君） 堀越委員。 

委員（堀越賢二君） おっしゃるとおりのことではありますが，何か，そういうふうな市

民の皆さんにお伝えすることが早くできればいろんなことでいいなと思いますので，今後

そういうものもあれば，是非活用して周知を図っていただきたいと思います。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 宇野委員。 

委員（宇野武則君） 合併処理浄化槽普及に要する経費の中で，設置整備事業補助金が

１，６０４万円ですか。ちょっと確認ですが，今六十何基だったろう思うのですが，これ

は公共下水道の整備区域は許可しているのか，していないのか。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 整備区域につきましては，補助対象外となっており

ます。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 その他ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，次に参ります。 

 １２４，１２５上段の火葬場費について質疑ある方。 

 宇野委員。 

委員（宇野武則君） 火葬場管理費５９４万４，０００円，積算がよくわからないのです

が，大体予算では３名体制だろうと思ったけど，うちの契約書２名以上ということになっ

ているのですがね。現場の声を聞いたり，現場確認したりということをされているのかど

うか。現場の，普通は３名体制が大体普通だろうと思うのですが，よそのこういう火葬場

行っても，よそはかなり充実している思うのですが。２名以上ということになっているの
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ですが，その２名もいないというような把握はしているのかどうか。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 火葬場業務委託についての質問でございますが，委

員のおっしゃいますとおり，仕様については確かに火葬業務に従事する職員は２名以上と

しということで，仕様書の方に定めているところでございます。 

 現在，本市の委託の際には業者の方から３名体制の名簿をいただいておりまして，３名

体制でされるということで契約時報告をいただいているところでございまして，委託業務

につきましては，業務仕様書において火葬場業務の委託内容履行法について定めておりま

して，これらの実施については，毎月報告される業務日誌あるいは施設を訪問いたしまし

て，職員と面会する中で確認をしているところでございますけども，業務の内容につきま

しても委託業者の方からいろいろ聞き取りを確認するなど，現在指導させていただいてい

るところでございます。引き続き，公衆衛生，その他公共の福祉の見地から，火葬が支障

なく行われるよう努めてまいりたいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。 

委員長（高重洋介君） 宇野委員。 

委員（宇野武則君） 私も今年になって３回山へ行って，田中さんというのですね，こち

らの，それで１人なのです。おばちゃんはと言ったら，金がもらえないからやめたのだと

言っていたが。そんな甘いものではないのですよ。実際，毎月報告を受けているといっ

て，これは虚偽の報告です，もう犯罪行為に近い。だから，もうちょっと県内の主要都市

の管理を，状況をもうちょっと勉強して，安かろうが，よかろうがというものではない。

７０年も８０年も生きた人を最後にお見送りするところだから，実際に契約違反だろう思

います。確定的にそれは火葬場へ行ったらよくわかるように，今田中さん１人なのよ。田

中さんも年で見ていてもふらふらしている。それにああいうところで事故でもしたら大変

な竹原市のイメージダウンになると思うのですが。もうちょっと真剣にこの問題は取り組

んでいかないと，また次の契約もこういうような状況でしたら，私は社長さんというのを

見たことがないのだが。完全に契約違反だろう思うのですが，そこらをよく確認して，新

年度契約については。これ，だから３名と言っているが，この金額で３名といったら大体

年間４５０件ぐらいあるのです，５０から３０，３０から５０。時間割りにしてもこれ合

わないのよの。三次だから１時間半ぐらいかかるでしょう。だから，全部の見直しして，

検討してみてください。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 
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まちづくり推進課長（國川昭治君） まず，火葬業務に当たっている人員というところで

ございますけども，報告書によりますと，やはりその時１体のみという場合についてはそ

ういう事例が見受けられることもございますので，そのあたりについて現在業者の方を指

導しているところでございます。 

 また，賃金の支払いの点についてでございますけど，こちらについては，金額等々につ

いては個人情報というところもございますけども，業者の方から聞き取りをさせていただ

きましたところ，まず１名については月給といいますか，毎月固定給でお支払いされてい

る，またもう１名につきましては，基本給にプラス出勤いただいた場合には出来高という

形で加算方式でお二人に支給されているという報告はいただいているところでございま

す。 

 引き続き，法令に遵守し，また火葬に支障がないように取り組んでいくように努めてま

いりたいと思っております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 宇野委員。 

委員（宇野武則君） 私が質問する時には，もう何回も確認している。思いつきで言った

ことはない。だから，私が議員になって一番初めにやったのは火葬場なのよ。それから，

やってから１週間ほど，その前に確認したら田中さんの奥さんなのよ。私は給料もらって

いないと言われたから，一般質問に取り上げたのよ。それから，１０日ほど行ったら，私

が何にも言わないのに，宇野さん，３万円出しだしたと言われた。固定給も何にもないの

よ。そんな文書をもらって，現場を確認せずに，本人ら二人しかいないのだから本人に確

認すればいい，そうだろ。固定給ではないわ，もう一人も。全然金をもらっていなかった

のだから。私はゼロよと言うから，一般質問に取り上げたのだから。それから３万円もら

った，３万円。３万円で，この前も言ったように，最低賃金７９２円かいくらでしょ，合

わないだろう，それは，市がそういうチラシを出しながら。そういうことを真に受けるよ

うなことをしなさんな。私は何回も何回も確認して質問しているのだから。その点どうで

すか。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 確かに金額については，御本人からも基本給といい

ますか，ベース３万円というのは私どももお聞きしているところでございます。プラス，

一応出勤命令といいますか，仕事に出るようにという命令があった場合については，１回
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当たり幾らということで加算でまた出されているということで報告を受けているところで

ございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 宇野委員。 

委員（宇野武則君） 次の斎場修繕費３００万円，その内容について。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 斎場の修繕費についてでございますが，斎場の修繕

につきましては，毎年調査をいたしまして計画的に修繕をしているところでございまし

て，来年度の修繕予定でございますが，２号炉関係のセラミックスあるいは台車交換，そ

ういったものが主でございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 宇野委員。 

委員（宇野武則君） 台車，今お願いしようと思っていた。ガッタンガッタンガッタンガ

ッタンといって，よそへ行ったら皆すうっと行っている，音がしない。大したものではな

いと思うのですが，長いこと，炉の前でこっちの最後のお別れして炉まで行くのにガタン

ガタンガタンガタン，だからどうなっているのかなと思ってずっと見ていたのだが。今年

予算計上しているのなら，是非早くやってください。終わります。 

委員長（高重洋介君） 答弁いいですか。 

委員（宇野武則君） いいです。 

委員長（高重洋介君） その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，１２６，２７ページの中段，毒ガス障害者対

策費について質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

 山元委員。 

委員（山元経穂君） 毒ガス障害者対策費に毒ガス資料館管理運営に要する経費に関連し

てですが，平成２７年度に大久野島の総観光客数が２５万４，１９７人で，資料館入館者

が４万人で，２７年は入館料が，決算でこれ５９０万円，２８年度で予算として２８０万

円，今年度４００万円の入館収入料の見込みということでありますけど，余り言い過ぎる

と決算になってしまいますが，平成２８年度の入館者のおおよその見込み，推定値でも構

いませんが，今あるところまでわかっていればと，今年度の入館者の見込みを教えてくだ
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さい。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 大久野島毒ガス資料館の入館者の推移ということで

ございますが，委員おっしゃいますとおり，平成２６年度が４万９，４９０人で，２７年

度実績では７万６２２人ということでございました。２８年度実績でございますが，２９

年２月末現在でございますけども，５万４，９６７人ということでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） ２９年の見込みは。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 済みません，ちょっと待ってください。 

委員（山元経穂君） 次の質問の後でもいいです。 

委員長（高重洋介君） 山元委員。 

委員（山元経穂君） そのうち，今のところ今年度が５万４，９００人ということで，先

ほどの平成２７年でいくと２５万４，１９７人の総観光客数のうちに外国人が１万７，２

１５人，６．８％の方が大久野島に訪れているということで，このうち入館者で，もしわ

かれば外国人の方がどれだけ入館されているのかわかれば教えてください。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） まず，大久野島への外国人については，２６年が

５，５６４人と急増しまして，２７年が７，７００人ということになっております。２８

年度については，まだ途中経過ではございますけども，外国人の方が大久野島に現時点で

１万７，０００人程度とお聞きしております。毒ガス資料館，これあくまでも推計値でご

ざいますけども，４，６００人程度ということでお聞きしているところでございます。 

委員長（高重洋介君） 山元委員。 

委員（山元経穂君） 次に，項目を変えて１１番の修繕料なのですが，今回はこの修繕料

は次年度どこへ使われるのか教えてください。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） こちらにつきましては，施設の方も６３年建築とい

うことでございますので，不特定として２７万円を計上させていただいているところでご

ざいます。今年度については自動ドア等の修繕に対応させていただいております。 

 以上です。 

委員（山元経穂君） よろしいです。 
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委員長（高重洋介君） また，後ほど２９年の見込みの方をお知らせください。 

 そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，そのページの下段，公害対策費，次ページの

上段まで続きます。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いをいたします。 

 ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，清掃総務費の方に参ります。 

 １３２，１３３ページをお開きください。 

 上段，その中の１，人事管理に要する経費を除きます。それ以外で質疑のある方は，挙

手にて。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） ここに廃棄物減量の経費として四百いくらが計上されておりますけ

れども，ここにいろいろ回収団体とかあるのですが。要するに，減量経費の分で２８年度

の現状と２９年度，今度は予算措置されているわけですから幾らぐらい減量，可燃ごみで

いいのですけど，可燃ごみで見るとどのくらい減量されているのかな，それとリサイクル

率などについてちょっとお尋ねしておきたい。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） ２８年度と２９年度の減量ということでよろしいで

すか。 

委員（松本 進君） はい。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 済みません。まだ，２９年度はこれからということ

でありますけど，本市ではこれまでも説明をさせていただいておりますけども，５％の減

量を目標ということで現在取組をさせていただいているところでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 昨年の予算資料，ちょっといただいた分では，これ可燃ごみの分な

のですけど，可燃ごみの収集ということで２７年度は４，００５トン，２８年度が３，８

８３トン，それで今度は２９年度予算になるのですけども，予算では３，７０７トンとい
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うことで，今年度ももうちょっとで終わりますけど，２８年度の可燃ごみの収集量と２９

年度の収集予定量を見たら１１０トン減っているわけです。ですから，これが一つでも予

定どおり，こういった減量経費を組んでおられるわけだから，その内容は回収とかいろい

ろありますけども，その減量経費は予定どおり，２８年度から２９年度の計画があります

けど，それは計画ですけれども，１０１トン減るというような予定どおりいっているのか

どうかというのと。 

 回収率の問題では，このいただいた資料では平成２７年度が，これはリサイクル率なの

ですけども，平成２７年度が１９％，それで２８年度が１９％，今度は新年度予算では２

０％アップという，リサイクル率をアップするという計画になっているから，この計画ど

おりいくのですかというのをちょっと確認したかったわけです。 

委員長（高重洋介君） 大丈夫ですか。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 済みません，資料……。 

委員（松本 進君） これが去年の予算資料，１年前の予算資料ではそういう数値をいた

だいております。それが予定どおりいくのかどうかの確認です。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） ２８年度のごみの総量あるいはリサイクル率の質問

でございますけども，２８年度については現在集計中ということで数字は出ていないとこ

ろでございますけども，本市では今回の指定袋導入に合わせまして，７月から説明会で５

３会場，約２，６００人程度の方に参加いただきながら説明会を実施しているところでご

ざいます。その中で，やはりごみの減量，とりわけ水切り等のお願い，また資源化という

ことで紙類について，現在多くこれまで捨てられていたような雑紙も資源化の方へ回して

いただきたいということで説明会で特にお願いをしているところでございまして，減量あ

るいはリサイクル率についても皆さん，参加いただいた方は非常に興味を持っていただい

ておりますので，一定に効果が出るものと期待しております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 そのほかございません。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，そのページの下段，塵芥処理費，次のページ

まで続いております。 
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 松本委員。 

委員（松本 進君） これ下の中央環境衛生組合の経費が５億７，８００万円組まれて，

ちょっと概略だけお聞きしたいのは，この新しい５億７，０００万円の予算措置で２９年

度の新規事業のごみ処理の新設費に係るこの事業費というのが，この中に幾ら含まれてい

るのかということと。 

 私が聞くところでは，それに関わる事業費が造成費がかかるのではないかと，間違って

いたら訂正してほしいのですが，造成費にかかるのだと思うのですけども，これがいろい

ろ手続を含めて予定どおりいっているかということを，ちょっとお話聞きたいと。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） まず，広域負担金５億７，８４４万４，０００円の

うち，新施設に係るものということでございますけども，新施設に係る負担金につきまし

ては１億４，３８４万７，０００円を計上させていただいております。こちらの内容でご

ざいますが，まず主なものといたしまして，委託料として１，９９７万８，０００円，工

事請負費といたしまして９億３，９７５万１，０００円で，負担金といたしまして２億

３，１６３万６，０００円，合計１２億２，７３８万３，０００円に対します竹原市の負

担金として１億４，３８４万７，０００円を計上しているものでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） ちょっと主な事業で説明がないのですけど，新規の平成２９年度の

１億数千万円の負担金ですよね。これは，段取りからいうと土地の造成費に関わるのでは

ないのかなという，ちょっと確認を含めてしたいのは。それと土地の造成費の分であれ

ば，保安林解除ができていないという，これは新聞とか等々で聞いているところなのです

が，そこを予定どおり，例えばこの造成費なら造成費が新年度含まれていて予定どおり，

現在は保安林解除できてない，それがいつ解除できて，例えば２９年度中に事業費の執行

ができるのかどうかということの見通しを確認しておきたいと思います。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 新施設の予定地の関係でございますが，確かに現在

保安林解除，用地取得の事務を進めているところでございまして，これで予定どおりとい

うことでございますが，手法といたしまして，その取得に向けて林野庁と調整しておりま

すが，施行については土地の賃貸借ということで，土地を借りる形で施行同意の手続に入
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っておりまして，そちらにより工事は予定どおり進めていくということで伺っているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 松本委員，最後の質問とさせてください。 

委員（松本 進君） 要するに，造成費にかかるので，保安林解除が本来はできてなくて

はいけないし，今度は新年度で造成費の工事が組まれて予定どおり進むという段取りでい

くのならいいのですけども，そうではなくて保安林解除が本来，去年の７月，８月ぐらい

にできておらなくてはいけないのがまだ遅れていると，今ちょっと聞いているから心配に

なって，予算は組むけども，新年度予定どおりいくのかなというのがあるから，遅れたの

だけども，いついつ，新規になって４月以降いつ解除されて，工事の施行はできますよ，

後は新年どおり終了できますよということをちゃんと報告してくれないと，私はいけない

のではないかなと思います。 

委員長（高重洋介君） 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） 中央広域への負担金の，この予算の御質問でございます

が，中央広域の方からは，確かに今委員が御指摘のようなことが中央広域の方で行ってい

るということはお聞きしております。そうした中で，全体的なスケジュールの中では一定

には大きな影響は現在のところはない，このように伺っております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，商工費の方に参ります。 

 １５９ページをお開きください。 

 よろしいですか。１５９ページの上段部分４，観光交流振興に要する経費のうち，１９

番，大久野島活性化協議会補助金のみです。この１点，質疑のある方はよろしくお願いし

ます。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，ちょっと委員の皆様に一言お聞きします。 

 これから特会に入りますが，休憩の方はどういたしましょうか。 

 昼までに済むと思いますので，このまま行かさせていただきます。 



- 203 - 

 それでは，特別会計の方に入らせていただきます。 

 国民保険特別会計です。歳出，歳入の順で行ってまいります。 

 それでは，歳出の方が２７８ページをお開きください。 

 総務管理費，２７８から２７９ページ，全般にて質疑のある方はよろしくお願いいたし

ます。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続きまして，２８２ページの運営協議会費。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続きまして，２８４ページ，保険給付費。 

 よろしいですか。いいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，２８６ページ，高額療養費，２８６，２８７です。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続きまして，２８８ページ，出産育児諸費。 

 いいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 先行きます。２９０ページ，葬祭費，葬祭諸費。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続いて，２９２ページ，後期高齢者支援費等。 

 いいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ２９４ページ，前期高齢者納付金等。 

 皆さん，いいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ２９６ページをお開きください。 

 老人保健拠出金。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ２９８ページをお開きください。 

 介護給付金。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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委員長（高重洋介君） ３００ページ，共同事業拠出金。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ３０２ページをお開きください。 

 保健事業費。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ３０４，３０５の償還金。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，次，予備費，３０６ページ。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 歳入の方に戻ります。 

 ２７４ページをお開きください。 

 ２７４，７５ページで一括で行います。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，２７６，７７ページ。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） ２７６でしょ，７７でしょ。 

委員長（高重洋介君） はい。 

委員（松本 進君） さっき繰入金に関わってちょっとお尋ねしたのですけれども，今回

ここの基金繰入金というのがありまして，これ前年度に比べたら９，０００万円近く減額

になっております。それで，現在の基金高というのか，年度末の基金高の見通しをちょっ

と伺いたいのと。 

 それで，先ほど……。 

委員長（高重洋介君） 一問一答でお願いします。 

 市民課長。 

市民課長（森重美紀君） 平成２７年度末の基金残高が３億４，０９１万７２７円となっ

ておりまして，今年度の決算見込みでは３億３９７万６，６６０円となる見込みでござい

ます。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） それと，今年度末が今３億円と言われたのですかね。２８年度末と
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いう言われたのですね。だから，例えば２９年度，今年度予算執行の後ということは幾ら

になるのかというのと，それで後そういう基金残った場合，今度は次年度，２０１９年度

から広域化されますよね。そういった場合のこの扱いはどうなるのかなという，ちょっと

聞きたいと。 

委員長（高重洋介君） 市民課長。 

市民課長（森重美紀君） 今年度末の見込みが３億３９７万６，６６０円となっておりま

す。平成３０年度以降に県単位化された場合の竹原市の基金の状況でございますけれど

も，３０年度以降も保有しまして，保険料の収納が不足した場合等に活用してまいりたい

と考えております。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 是非，私は一般質問の関わりでいえば２番目に高いと，国保税が，

ちょっと指摘をしましたし，生存権との関わりも言いました。それで，ここの繰入金に関

わって国の財政支援，これはさっき言った保険基盤と関わりがあるのかどうか，ちょっと

確認を含めたのですが，１５年度には国保財政を，軽減を図るために国からの支援が１，

７００億円あって，それが今度そのペースで５，６，７，８というのが来る予定のはずな

んですけど，新年度予算では１，７００億円の軽減の予算がたしか３００億円ぐらい減ら

されるのかなというふうに，これは未確定でしょうけれども。だから，減らされるのがち

ょっと心配になって，そういった予算措置では１，７００億円来ればいいのでしょうけど

も，それが来てるのかどうか，それが１，７００億円また減らされているのではないの

か。そこの影響がこの繰入金ではどうなるかというのがあれば教えてほしいと思います。 

委員長（高重洋介君） 市民課長。 

市民課長（森重美紀君） 国からの財政支援と竹原市の一般会計への繰入金との関係でご

ざいますけれども，国からの財政支援は平成２７年度の国保法の改正によって拡充されて

おりまして，それが平成２７年度から１，７００億円毎年度拡充されているものでござい

ます。竹原市への繰入金につきましては，保険基盤安定繰入金の保険者支援分，保険料相

当分として拡大をされておりまして，その財政支援の拡充に伴って，本市の基金の繰入金

が減少してるものと考えております。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） もう一回確認なのですが，国の財政支援は減っているというのとは

違うのですか，ちょっと確認。 
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委員長（高重洋介君） 市民課長。 

市民課長（森重美紀君） 国の財政支援は減っておりません。 

委員（松本 進君） 減っていないのですか。はい，わかりました。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

委員（松本 進君） その関連。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 繰入金の分ですけど，法定外は先ほどされてないということでわか

ったのですが。そこの繰入金をなぜしなくていけないかというのは，全国の国保財政の運

営で２，８４３億円の赤字になっているのです，これは全国的なあれですけど。それで，

さっき言った国の，そこに財政支援は１，７００億円しかないのです。赤字が２，８００

億円赤字で，国の財政支援は１，７００億円しかないのです。ですから，あと足らない分

は，各市の自治体が，高過ぎる，そこを軽減するために一般財源から入れているのです。

竹原市はそこがないのです。ですから，県内で２番目に高くなっているということになる

のです。ですから，そこの方はちょっとそういう仕組み上は，多分知っておられると思う

のですが，是非そういう，これは要望になるのか，また今度は総括質問しますけれども，

そういう実態があって，よそは本当苦労していると，財政負担を軽減するためにどうすれ

ばいいかということが今は実態です。 

 それと，今度は２９年度過ぎて今度は，次の翌年度には広域化される。そういうことで

まだまだ保険税が上がるのではないのかという声も出されています。そこで，国の指導で

は，県の方は今度は来年度以降一律の保険料，納付しなさいよという指導が来るのでしょ

うけど，厚生労働省の指摘では，各自治体の医療サービスの質に応じて保険料を決めても

いいということを確認したいのですが，その点だけを知っておきたい。 

委員長（高重洋介君） 市民課長。 

市民課長（森重美紀君） 平成３０年度からの国保の県単位化に関わってでございます

が，国の方が標準保険料率と納付金の算定のガイドラインというのを出しております。そ

のガイドラインでは，納付金の算定基準として所得水準と医療費水準を勘案するものとさ

れておりますが，各都道府県によっては統一の保険料を算定する場合，医療費水準を勘案

しないことも可能となっております。 

委員長（高重洋介君） いいですね。 

委員（松本 進君） 今はわかりました。 
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委員長（高重洋介君） また，全体質疑の時にお願いします。 

 その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，貸付資金特別会計の方に入ります。 

 歳出，歳入の順に審査してまいります。 

 歳出ですが，３２４ページをお開きください。 

 よろしいですか。 

 ここの１の事務費，事務費のみ，質疑のある方は挙手にてお願いします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，歳入の方に戻ります。 

 ３２２ページ，いいですか，住宅資金貸付元利収入から１，２，３です。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，後期高齢者医療特別会計に入ります。 

 歳出，歳入の順に審査をします。 

 まずは，歳出，４５４ページをお開きください。 

 一般管理費，質疑のある方は挙手にしてお願いします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） １ページ開いていただきまして，徴収費。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） １ページ開いていただきまして，４５８ページ，広域連合分賦

金。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ４６０ページを開いてください。 

 保険料還付金と２番の加算金です。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ４６２ページ，予備費。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 歳入の方に参ります。 

 ４５２ページをお開きください。 
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 ４５２，５３ページ，一括で行います。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いします。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） 歳入の保険料に関わる特別，普通，その保険料に関わると思うので

すけれども，制度が変えられて，特に保険料の負担が増えるというところも出てくるとい

うふうに聞いているのですけれども。その影響，ここにちょっと，これは朝日新聞の分で

去年の１１月末にあるのですけど，ここでは確定する前ですから，こういう７５歳以上の

後期高齢者の保険料を軽減している特例の分が変わるよということで，変わる内容と対象

者，人数，保険料についてお尋ねしておきたいと。 

委員長（高重洋介君） 市民課長。 

市民課長（森重美紀君） このたびの後期高齢者医療保険料の改正内容につきましては，

まず所得の低い被保険者の均等割額の軽減について，現行制度での均等割額７割軽減を９

割または８．５割に拡充する措置については，低所得者に対する介護保険料軽減の拡充や

年金生活支援給付金の支給とあわせて実施することとし，それまでの間は継続するもので

す。 

 また，所得割の５割軽減措置について，平成２９年度分の保険料の算定に当たっては所

得割額を２割軽減とし，平成３０年度以降の年度分の保険料の算定に当たっては所得割額

の軽減措置は廃止するものです。 

 また，被扶養者保険の被扶養者であった被保険者に対する均等割額の９割軽減措置につ

いて，平成２９年度分の保険料の算定に当たっては均等割額を７割軽減とし，平成３０年

度分の保険料の算定に当たっては均等割額を５割軽減とし，平成３１年度以降の年度分の

保険料の算定に当たっては，資格取得後２年を経過する月までの間に限り均等割を５割軽

減とするというものでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） ちょっとわかりにくいのですけど，確かに何のことかさっぱりわか

りません。いやいや，ちょっと私の頭が悪いのでわかりやすく聞きたいのですけど，朝日

新聞に書いているのは，例えば年収が１５３万円から２１１万円の後期高齢者，これが２

７年度月額保険料が４，０９０円が，新年度から６，２９０円，５０％，２，２００円上

がりますよと，それともう一つは，７５歳になる時点で扶養者，最低限９割軽減している
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ところの分ですね，その人の保険料が今３８０円です，３８０円が新年度から，段階的に

なるかもわかりませんが，１，８９０円に，これは４倍です，保険料が上がりますよと，

これがどうなのですかということを，ちょっとわかりやすく説明してください。 

委員長（高重洋介君） 市民課長。 

市民課長（森重美紀君） まず，収入額が１５３万円以上２１１万円の方に所得割５割軽

減が今現在かかっております。その方の分が，２１１万円の所得がある方が最大の軽減を

受けているわけでございますが，それが広島県の広域連合の場合，年額２万６，０１３円

の軽減を受けているものです。それが平成２９年度からは２割軽減となり，平成３０年度

からは軽減がなくなるものでございます。 

 次に，元被扶養者の方の軽減についてでございますが，元被扶養者の方は３年をかけて

段階的に軽減割合を縮減するものでございますが，世帯収入によっては均等割額を今後も

継続してまいります９割軽減，８．５割軽減を受けられますので，全員の方が軽減を受け

られなくなるものではございません。 

 広島県の場合でございますけれども，低所得者の対策９割軽減を受けられる方は８，８

８１人で，その方の場合は保険料負担の増加はありません。８．５割軽減を受けられる方

は７，５５５人で，その場合の保険料負担の増加額は年間２，２４０円，１カ月当たり１

８７円の負担増になります。 

 平成２９年度は，元被扶養者の９割軽減の方は７割軽減となられますので，その７割軽

減になられる方は１万４，８１９人で，保険料負担の増加額は年間８，９５９円，１カ月

当たり７４７円の負担増となります。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） ちょっとわかりやすく，さっき言った，これが違うかどうか，どう

なるかというだけで答えてもらいたいのですが。先ほど言った年収の分で言いました。そ

れで，現在の保険料が新年度予算でこう変わるのではないのかということの確認なので

す。 

 それが１つは，現在年収１５３万円から２１１万円の人で現在が４，０９０円が，だか

ら広島県が違うのなら，それが違う分もこうなるよと言ってほしいのですけど，ここに書

いてある分は，４，０９０円が６，２９０円に５１％上がりますよというのが書いてあり

ます。これが広島県ではどうなるのですかという分と，もう一つは７５歳の一番最大限減
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額していた分ですが，３８０円，これは月額３８０円が１，８９０円，これがこういうこ

とになるのか，それが３段階で減額した場合とかいろいろありましたけども，３８０円が

新年度予算では，平成２９年度では幾らになるのですかということだけをちょっと確認し

たいのです。 

委員長（高重洋介君） 市民課長。 

市民課長（森重美紀君） まず，年収額が２１１万円の方でございますが，現在年額２万

６，０１３円の保険料となっておりますが，２割軽減の後は年額４万１，６２０円となり

ます。 

 続きまして，月額３８０円の方でございますけれども，その方が収入がおありになる方

の場合は７割軽減となりますので。 

委員長（高重洋介君） また，後で答えてください。 

市民課長（森重美紀君） 済みません。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

 まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 先ほど大久野島毒ガス資料館の入館者数見込みとい

うことでございますが，こちらにつきましては，資料館入館料ベースで入館者５万人を見

込んでいるところでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，これをもって市民生活部の個別審査を終了い

たします。 

 午後１時まで休憩いたします。御苦労さまでした。 

              午前１１時４８分 休憩 

              午後 ０時５５分 再開 

委員長（高重洋介君） 休憩前に引き続き審査を行います。 

 委員からの質疑，特に予算計上額の積算根拠に対しまして答弁調整，後からの報告にな

らないよう資料等，前もって十分なる準備にて的確にされるように行ってください。 

 また，質疑答弁は着席をしたままで行ってもらって結構です。 
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 福祉部長より担当部所管事業について説明を求めます。 

 福祉部長。 

福祉部長（今榮敏彦君） それでは，座ったままで失礼いたします。 

 平成２９年度の竹原市一般会計予算のうち，福祉部の関係事業予算と，それから竹原市

介護保険事業特別会計予算について，平成２９年度当初予算の概要を資料によりまして，

主な新規事業等中心に概要を御説明申し上げます。 

 それでは，３ページをお開きください。 

 総合戦略に示したまち・ひと・しごとの創生の取組の中で，重点事業及びその他の事業

として実施する福祉部の関係事業については，次世代育成の推進として病児保育事業，東

野放課後児童クラブ運営事業と予防接種事業，不妊治療費助成事業の４事業，そしてその

他の事業といたしまして健康たけはら２１計画，介護保険事業計画及び障害福祉計画等の

策定事業のほかに，認知症初期集中支援推進事業，高齢者生活支援体制整備事業の５事業

でございます。 

 それで，４ページでございます。 

 まず，病児保育事業につきまして御説明申し上げますと，この事業は平成２８年度予算

として米田小児科医院において開設するための環境整備に要する経費を計上し，事業を進

めているものでございますが，平成２９年度においてその上に必要な経費を計上し，保護

者の子育てと就労の両立を支援するものでございます。 

 下段になりますが，東野放課後児童クラブ運営事業につきましては，荘野放課後児童ク

ラブの利用児童数の増加が見込まれるために，平成２９年度から東野小学校区において児

童クラブを開設するものでございます。 

 それから，６ページでございます。 

 上段の予防接種事業につきましては，定期接種となりましたＢ型肝炎予防接種について

ゼロ歳児を対象に無料接種券を配布し，感染発症予防を図るものでございます。 

 下段でございますが，不妊治療費助成事業につきましては，不妊検査費，助成の対象を

一般不妊治療にまで拡大し，治療費の一部を助成するものでございます。 

 それでは，１１ページをお開きください。 

 その他の事業についてでございます。まず，平成２９年度において法律に基づき策定を

する福祉部の所管する各種事業計画について必要な事業費を計上しております。策定する

計画につきましては，１１ページ上段の第２次健康たけはら２１計画，第２次食育推進行



- 212 - 

動計画及び自殺対策計画と，下段でございますが，高齢者福祉計画及び第７期介護保険事

業計画のほか，少し飛びまして１３ページの上段にあります第５期障害福祉計画及び障害

児福祉計画でございまして，各計画期間内の策定の方針等について定めるものでございま

す。 

 ちょっと１ページお戻りいただいて，１２ページでございます。 

 この上段，下段の２つの事業につきましては，先ほどの計画策定を含め介護保険特別会

計による事業でございます。介護保険法，本市の第６期介護保険事業計画に施策として位

置づける２つの事業に取り組むものでございます。 

 まず，上段の認知症初期集中支援推進事業につきましては，医療法人社団恵宣会竹原病

院に専門医を中心とした専門職による初期集中支援チームを設置いたしまして，認知症の

早期診断，早期対応のための体制整備と在宅支援を推進するものでございます。 

 下段でございます。高齢者生活支援体制整備事業につきましては，関係機関の連携によ

りまして協議組織の設置，コーディネーターの配置等を行い，高齢者への日常生活上の支

援体制の充実強化及び高齢者の社会参加の推進に一体的に取り組むものでございます。 

 では，１５ページをお願いいたします。 

 １５ページの主な事業のうち，子育て環境の充実，医療の充実と健康づくりの推進，安

心して暮らせる豊かな高齢社会の形成，障害福祉の充実，地域福祉の推進，低所得者福祉

の充実の欄に掲げます福祉部が所管するそれぞれの事業につきましても，それぞれ右の欄

に定める予算を計上し，取り組むものでございます。 

 それでは最後に，４１ページ，４２ページをお開きください。 

 介護保険特別会計予算についてでございます。高齢者が可能な限り住みなれた地域で自

立した日常生活を営むことができるよう総合的な介護サービスを提供するものでございま

す。地域包括ケアシステムの構築を推進するため，先ほど説明いたしました新規事業等含

め，昨年度とほぼ同規模の歳入歳出それぞれ３２億８，４９０万円，前年度比較で０．

２％減の予算を計上いたしております。 

 以上，概要でございますが，福祉部関係予算の概要でございます。それぞれ事業ごとに

説明をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長（高重洋介君） ありがとうございます。 

 それでは，福祉部長より説明が終わりましたので，質疑を行ってまいりたいと思いま

す。 
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 これから歳出費目を審査していきますが，その審査過程において特定財源である歳入に

対する質疑がある場合は，歳出に合わせて質疑をしていただきますようお願いいたしま

す。 

 では，民生費，社会福祉費，社会福祉総務費の８２ページ，８３ページをお開きくださ

い。 

 その中の８３ページの上段，人事管理に要する経費と一番下の６，国民健康保険事業に

要する経費，１ページめくっていただきまして上段の７，高額療養費貸付に要する経費を

除いたところから質疑のある方は，挙手にてお願いをいたします。 

 今田委員。 

委員（今田佳男君） 社会福祉事業に要する経費の１９番，竹原市社会福祉協議会補助

金，昨年度と１，０００万円ぐらい違うような数字が出ていると思うのですが，どういっ

たことか教えていただけたらと思うのですが。 

委員長（高重洋介君） 社会福祉課長。 

社会福祉課長（井上光由君） 竹原市社会福祉協議会の補助金の昨年度との差異について

の御質問でございますが，大きな違いといたしまして人件費の方が昨年度は４名，今年度

５名になったというところが大きな違いでございます。この人件費の職員についてです

が，平成２８年，現行の事務局長の方が今年度いっぱいで退職されるという形で，処遇と

いたしまして嘱託員というふうな位置づけでございますが，次年度２９年度から正職員で

事務局長の方を務めていくというふうな内容でございます。大きな差異については，そう

いったところでございます。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 そのほかございませんか。 

 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） 生活困窮者自立支援等事業に要する経費のうち，被保護者就労支援

員報酬の具体的な内容と，それから自立相談支援委託料，家計相談支援委託料のそれぞれ

の委託先についてお答えください。 

委員長（高重洋介君） 社会福祉課長。 

社会福祉課長（井上光由君） 被保護者就労支援員報酬につきましては，生活困窮対象者

に対しまして自立支援の方を行うという職員になります。具体的には自立のための就労支

援，生活支援等々を行っていくというふうなこと，そういったものを行うためにプログラ
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ムを立てて，自立に向けた推進を行っていくというふうな職務内容になっております。 

 それと，自立相談支援委託料と家計相談支援委託料につきましては，こちらの方は先ほ

どの竹原市社会福祉協議会の方に委託しております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） 被保護者就労支援員というのは，具体的にはどういう人が，どうい

う資格を持っているとか，どういう立場の人がなるのかというのを教えてください。 

委員長（高重洋介君） 社会福祉課長。 

社会福祉課長（井上光由君） これは嘱託員になりまして，資格等は特に問うわけではご

ざいませんが，現在就かれておられる方は，過去学校の教員というふうなことの関係で就

いておられます。教育資格が必要であるとか，そういうことではございませんが，やっぱ

りそういった経験を持っておられる方になっていただいているということでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） そういう方が就労の支援をするということですよね，これ，中身

は。就労支援というのは具体的にはどんなことをしますか。 

委員長（高重洋介君） 社会福祉課長。 

社会福祉課長（井上光由君） 具体的に言いますと，ハローワークとの連携を持ちまし

て，どのような就労があるかということ，そういったものの情報提供を行う中で，本人さ

んの意見を聞きながらどういった就労に就いていくかということを紹介していったり，就

労の支援をしたりと，具体的な個別の就労ですか，そういったものの相談を受けたりと

か，そういった中身で自立を目指していくというふうなものでございます。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，８４から９１ページ，障害者福祉費。 

 まず，８５，８７ページの人事管理に要する経費を除くところからお願いをします。と

りあえず８７ページまで。 

 井上委員。 

委員（井上美津子君） ８７ページの３の地域生活支援事業に要する経費の中の地域活動
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支援センターというくくりが３つあるのですけども，補助金それから運営委託料それから

もう一つ運営事業負担金という３つの項目があるのですけども，この支援センターについ

て教えていただきたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） 地域活動支援センターにつきましての質問でございますけ

れども，これは日常の日中の活動訓練であるとか，そういった生活習慣を学ぶという場

で，内容といたしまして１型と２型に分けられると思います。 

 まず，中段にあります地域活動支援センター運営委託料の部分ですが，これが２型と申

しまして，市が利用者を決定して行うものでございますが，場所が保健センターの中にご

ざいます竹原市デイサービスセンターというところで行っている事業で，社会福祉協議会

に委託して行う部分でございます。 

 その６つ下になりますが，運営補助金，これが１型ということになりますけれど，これ

は利用者様と事業所の方で契約を結んでされるのですが，どなたでも利用することができ

ます。この事業につきましては，恵宣会３６５の方に委託をして行っております。これが

運営事業補助金という状況になっております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 井上委員。 

委員（井上美津子君） 申しわけないですけど，１型，２型ということで市が決定権を持

っているから，それとも使用者と契約することによって違うということでよろしいのでし

ょうか。 

健康福祉課長（塚原一俊君） はい。 

委員（井上美津子君） はい，ありがとうございます。 

 こういう活動に関しては，やはり市もそうなのですけども，使用者の使用可能という

か，できるだけ使用者が使用するのに簡単なようにというのですか，そういうことがある

と思うのですけども，やはりいろいろと使用者に対して啓発というか，そういうものも含

めてこういうことがあるということを知っていただくというか，そういうものもこういう

センターがやっておられるのかどうか，ちょっとそれをお聞かせください。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） デイサービス事業ですが，内容は多岐にわたっておりまし

て，相談事業であるとか，体幹機能を鍛える体操であるとか，あるいは料理であったり，
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レクリエーションであったりといったことで，まず身体機能の維持と強化というのが１点

と，あとレクリエーション部分のですね，そのような形でそれぞれ特色のある事業を行っ

ていらっしゃいます。そういったことによりまして，我々行政もそうですが，相談支援事

業所であるとか，こういったデイサービス事業をされている方々と常に連携をとりなが

ら，どういったメニューにしていくとか，どういった方々に適切なサービスを提供すると

か，こういったものについては常に連携をとりながらやっているところでございます。今

後におきましても，利用者が利用しやすいような制度，設備にしていきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，１ページ開いていただき，引き続き障害者福祉費，８

８，８９，９１ページの上段までございます。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，老人福祉費の方に参ります。 

 ９０ページ，９１ページ，また９３ページの上段まであります。その中の１，人事管理

に要する経費は除きます。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いします。 

 井上委員。 

委員（井上美津子君） 敬老事業に要する経費のことなのですけども。 

委員長（高重洋介君） 何ページですか。 

委員（井上美津子君） ごめんなさい。９１ページです。５番の敬老事業に要する経費と

いうことで，ご長寿にぎわい事業補助金と，これは敬老会の補助金だと思うのですけど

も，毎年少しずつでも金額が上がっていると，人数が増えているからだとは思うのですけ

ども，これを今７５歳ということになっているのですが，この年齢を上げるということに

関しては，どのようにお考えでしょうか。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） 年齢につきまして様々な団体様の方からいろんな要望，意
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見をいただいておりますけれども，現在の段階でこれを引き上げるとかというのは考えて

いません。ただ，各団体様の方で独自の設定される分につきましては，それはされるのは

構わないと思うのですが，今の時点でこれを，例えば７７歳であるとか，８０にというこ

とは今のところは考えていません。ただ，なかなか運営も厳しくなっているというのは十

分聞いておりますので，各団体様の方の御意見の方は尊重させていただいて，どちらかと

言いますと，各地域でばらつきがあってはいけないので，そういった意見を聞きながら，

市内統一していければなと考えております。よろしくお願いいたします。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） ３の生きがい対策事業の中の１９の老人クラブ連合会の補助金につ

いてですけれども，以前ちょっと均等割とか，平等割とか，市の方から老人各団体へ出し

たりとか，それが市連合会への負担金があったりとか，その内部事情もいろいろあるので

すが。前に私が言ったのは，市が補助金を老人クラブの活動費，いろんな地域の活動費を

含めたり，それからそこの市費で出している。しかし，現実の中身というのは，これは内

部問題に関わるのですけども，連合会の負担金，上納金というのか，そこらがあって実際

地域のところではなかなか使えない，小さいところほど逆に赤字になっているということ

を指摘して，その改善を求めているのですが，その関連があるのどうかを含めて，改善が

あればお願いしたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） 市老連に関する御質問につきまして，こちらの方も認識い

たしております。今おっしゃる単老連，各地域での単位老人クラブで，今おっしゃってお

りました赤字ということを言っておられますが，おそらく個人の会費部分を一旦市老連本

部の方へ納入するという経緯があるということから，単老連で見ればそういうようなこと

になっているかと思います。ただ，市老連全体では赤字という状況ではありませんので，

その資金の流れであるとか，そういった財務上の構成であるとか，そういったものについ

ては今後市老連本部の方とも話をしながら，適切な形に整えていければなと考えておりま

す。全体としてはそのような形であろうと思いますので，個別にちょっと今後検討させて

いただければと思います。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 端的に言えば，小さいところほど逆に負担金の方が多くなって赤字
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というのか，単老連の小さいところが赤字になって，ささやかに年に数回なり，いろいろ

集まって食事とか，わずかな，ささやかなということになるわけで，それさえもなかなか

できないという現実があってね。少なくともそういう，たまに年に三回，四回とか，多い

方がいいのでしょうけど，年に数回はそういうみんなが集まって食事なり，いろいろ話し

合ったりできるというための機会を是非設けるような補助の仕方に，是非取り組んでいた

だきたいなということで何かあればちょっと。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） そうですね。市老連全体で１，９００名の会員を持つ団体

でございますので，それぞれ地域の事情はいろいろあろうかと思います。先ほど指摘があ

りましたように，それぞれの地域の単老連につきまして，皆さんが納得いくような形で市

老連全体の内部の構造とか，そういったものについては今後協議をして，皆様が納得いく

ような組織にしていかなければならないと感じております。よろしくお願いします。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

 今田委員。 

委員（今田佳男君） ９３ページいいですよね。 

委員長（高重洋介君） はい。 

委員（今田佳男君） ９３ページの９の１３番，介護予防拠点施設管理委託料５７８万

３，０００円，昨年度からいって百何十万ですか，かなり増えているのですが，内容を教

えていただけたらと思うのですが。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） 介護拠点施設５７８万３，０００円でございますけれど，

これはふれあいステーションただのうみですが，これに関するもの，そしてふくしの駅，

それぞれＮＰＯ法人と市社協に委託いたしておりますが，この増えた内容ですが，ふくし

の駅の方のエレベーター，こちらの方が築１５年を経過しているということで劣化してい

るということで，そのエレベーターのワイヤーの部分，これに係る経費がかなり大きい部

分で，こういったもので昨年より増えているという状況になっております。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，福祉会館費に参ります。 



- 219 - 

 ９６，９７ページの中段をごらんください。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

 ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，老人福祉施設費に参ります。 

 １０２，１０３ページを開いてください。 

 事業費について質疑のある方は，お願いをいたします。 

 ありませんね。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 児童福祉総務費に参ります。 

 １０４ページを開いてください。 

 １０４，１０５，この中で１，人事管理に要する経費，それと下段の３，乳幼児等医療

給付に要する経費を除きます。１０７ページの上段までございます。 

 山元委員。 

委員（山元経穂君） １０７ページの７番，子ども子育て支援事業に要する経費で，まず

最初に病児・病後児保育委託料，これ昨年よりも５００万円ほど予算が上がっているので

すが，それは病児保育を新たにやり始めるということで，先ほども部長の方からも説明が

ありましたが，これは週何日ぐらいで，保育の時間としてはどれぐらいの時間を見込んで

ますか。 

委員長（高重洋介君） 社会福祉課長。 

社会福祉課長（井上光由君） 週，月火水金，米田医院ですので木曜日の半日は休業する

ということでございます。病児と一緒で８時半から５時半までの予定で開始するというこ

とでございます。 

委員長（高重洋介君） 山元委員。 

委員（山元経穂君） 続いて今度は，その下のファミリーサポート業務委託料についてお

伺いしたいと思います。 

 まず，この予算の内訳を教えてください。 

委員長（高重洋介君） 社会福祉課長。 

社会福祉課長（井上光由君） ファミリーサポーセンター，こちらの方，業務委託料とい

たしまして３９０万円というふうになっております。内訳といたしまして，従業員の労務
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費が２１６万９，０００円，法定福利費が３７万１，０００円，その他といたしましてサ

ブリーダー等の研修行事の補助といたしまして１７万６，４００円，それと事務消耗品，

こちらの方が６万５，６００円，通信費，交通費，これが９万９，０００円，その他とい

たしまして研修の講師謝金とか，印刷製本，リース代，燃料費，原料等合わせまして３１

万９，０００円，これまでの合計が３２０万円という形になります。市の助成金，１時間

６００円のうち２分の１の３００円を助成しております。この額が７０万円，合わせまし

て３９０万円という内訳になっております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 山元委員。 

委員（山元経穂君） ありがとうございます。 

 このファミリーサポート事業なのですが，とてもいい事業ではないかと私は考えており

ます。そこで，今予算の方で内訳の説明をしていただいたのですけど，事業の拡大や継続

していくためには利用会員，協力会員，またそれをあわせた両方会員の会，合計を増やし

ていくことが必要があると思うのですが，そのあたりの，先ほどちょっと予算の内訳を聞

いたのですが，そのあたりの予算査定また施策の実施において，何か考えをお持ちであっ

たら教えていただきたいと思います。 

 要は，合計人数の目標値の設定とか，増やしていきたいとか，そういう目安というか，

目的があるなら教えていただきたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 社会福祉課長。 

社会福祉課長（井上光由君） ファミリーサポートセンター，こちらの利用会員，支援会

員，両方会員の会員数についてなのですが，こちらの方，まち・ひと・しごと総合戦略の

方での会員数の増加ということも目標として掲げております。人数といたしまして，ここ

近年やはり会員の方が増えているという状況，これは当然委託を受けております社協さん

の方の努力ということが大きいのですが，人数でいいますと平成２４年度末で２０５名，

内訳が利用会員が９２名，協力会員が９９名，両方会員が１４名という形で２０５名であ

りました。これが２７年度末になりますと利用会員が１４５名，協力会員が１６０名，両

方会員が３３名で，３３８名というふうに人数が増えております。今後におきましても，

こういった形で会員数を増やしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 山元委員。 
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委員（山元経穂君） ３回目ということ，今課長さんが数字を上げていただいたので，こ

の事業を請け負った社会福祉協議会のファミサポだよりですかね，ファミサポだよりで平

成２８年の上半期で，先ほどの利用会員，協力会員，両方会員の合計が３４８ということ

で，活動件数が約１，０００件ということがありましたが。今年は，先ほど課長の話では

増えていくであろう，増やしていきたいということではありましたが，もう少し，もし４

００人ぐらい目指すのだとか，何かもう少し目標的なものがあれば教えていただきたいと

思います。 

委員長（高重洋介君） 社会福祉課長。 

社会福祉課長（井上光由君） 先ほど言いました総合戦略の方で年間大体２０人程度の増

加を見込むという形で，５年計画で一応そういった目標を掲げております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 山元委員，よろしいですか。 

委員（山元経穂君） はい。 

委員長（高重洋介君） その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，１０６，１０７ページ下段の保育所費の１，人事管理

の要する経費を除いて，次のページまでございます。 

 質疑のある方は。 

 今田委員。 

委員（今田佳男君） １０９ページの上から３番目の臨時給食調理員賃金ですか。これは

昨年からいうとかなり増えているのですが，増えた理由がわかればお願いします。 

委員長（高重洋介君） 社会福祉課長。 

社会福祉課長（井上光由君） 失礼いたしました。 

 こちらの方，その上の代替保育士賃金がございます。前年度まではそちらの方から流用

する形で払っておったというふうな現状がございまして，２９年度につきまして実態に合

わせた予算に合わせたというふうな内容でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長（高重洋介君） 今田委員。 

委員（今田佳男君） だから，代替保育士さんの賃金が減ってますよね。それと入れ替わ

っているというような感覚でいいわけですね。はい，わかりました。 

委員長（高重洋介君） そのほか。 
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 山元委員。 

委員（山元経穂君） ３番の保育所施設管理に要する経費の修繕料についてお聞きしたい

と思います。 

 平成２７年度の決算では２３７万円で，今年度の予算では３００万円，次年度では２８

０万円ということになってますが，年によっていろんなことでばらつきはあるとは思うの

ですが，保育所自体がもう，竹原市にある保育所かなり老朽化が進んでいると思うのです

が，今年はどういうことに対して修繕を行っていくおつもりなのか，お聞きしたいと思い

ます。 

委員長（高重洋介君） 社会福祉課長。 

社会福祉課長（井上光由君） 今年度につきましては２８０万円になっておりますが，こ

れにつきましては不特定という形で４カ所につきましては，１カ所５０万円で２００万

円，残りの２カ所につきましては１カ所４０万円という形で合わせまして８０万円，その

合計としてまして２８０万円ということで，特定された修繕料ということではございませ

ん。 

 委員言われましたように，どうしても修繕が必要な場合，緊急な時につきましては補正

という形で対応するか，この中でできるかどうかということを検討する中で，対応は行っ

ているところでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 山元委員。 

委員（山元経穂君） ありがとうございます。 

 今の課長の答弁，私も先ほど言いましたけど，かなりやっぱり傷んでいると思うので

す。また，幼児というか，園児ですか，子どもが走っていたりとか，遊んでいたりした時

に何か事故があったりとかということもあったら大変だとは思うので，特にそういうよう

なところから，また最近温暖化等いろいろ環境もあって，夏場は結構園児に負担がかかる

ようなことがあってもいけないと思いますので，細かいところまで手の届くような修繕を

行っていっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，下段，児童福祉施設費，１０８，１０９，そ

して１１０，１１１ページですね。この中で質疑のある方は，挙手にてお願いします。 
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 今田委員。 

委員（今田佳男君） １１１ページの放課後児童クラブ委託料ですけれども，このたび東

野が新年度予算に入っていまして，その分が増えているのだと思うのですけれども。１，

８９１万１，０００円ですか，どこが幾らとかという内訳がわかればお願いします。 

委員長（高重洋介君） 社会福祉課長。 

 資料請求がありますので，ここの部分。 

 一応答弁の方も，ではお願いします。 

社会福祉課長（井上光由君） それでは，放課後児童クラブ委託先別の委託料の内訳につ

きまして御説明いたします。 

 ３カ所委託をしております。荘野放課後児童クラブの方が５５７万３，３８０円，中通

放課後児童クラブの方が７６５万１６９円，東野放課後児童クラブの方が５６８万６，８

４２円になります。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

委員（今田佳男君） はい。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

 副委員長。 

副委員長（川本 円君） 引き続き１１１ページ，今委員が言われたのですが，放課後児

童クラブ委託料１，８９１万１，０００円の内訳は，今お聞きいたしました。 

 今回新たに東野の放課後児童クラブが新しく設立される金額もこの中に当然含まれてい

るというふうなことだと思います。そこで，資料請求させていただいた中で，放課後児童

クラブに在籍している児童数というのを施設別に，過去３年，２６年から２８年まで出し

ていただきました。その数字を見ると，例えば平成２８年度に荘野小学校の児童クラブが

２８名，この中には当然東野小学校から行っている児童の方も含まれているはずなので

す。ここでお聞きしたいのは，ほかの学校区と比較するとそんなに多い数字では，そもそ

もないわけです，２８という数字が。しかしながら，今回東野に改めて放課後児童クラブ

を設ける背景，それから必要性について，改めてちょっとお伺いしたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 社会福祉課長。 

社会福祉課長（井上光由君） 東野放課後児童クラブの開設理由についてということでい

いかと思いますが。 
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 こちらにつきましては，昨年８月に東野地域に放課後児童クラブの設置を求める要望の

方が市の方にありました。それを受けまして，東野小学校保護者に対しましてアンケート

を実施いたしました。その結果といたしまして，東野小学校区に児童クラブを開設した場

合，利用されますかどうかというふうなアンケートに対しまして，年間利用希望という形

で手を挙げられましたのが２４名というふうな人数になります。長期休業利用希望，夏休

みとか，冬休み，そういった方も別途７名おられたということで合わせまして３１名，こ

れは年間通してということではございませんが，そういった方のニーズがあったというこ

とから，現行の荘野放課後児童クラブで対応するということになれば待機児童が発生する

と，その解消の観点から東野小学校区に放課後児童クラブを開設したいというふうなこと

で，今回予算の方を上程させていただいたというふうな経緯がございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 副委員長。 

副委員長（川本 円君） それでは，平成２９年度の荘野小学校の児童クラブの在籍数見

込みと，東野放課後児童クラブの見込みというのがわかれば教えていただきたいと思いま

す。 

委員長（高重洋介君） 社会福祉課長。 

社会福祉課長（井上光由君） あくまで見込みという形ではございますが，平成２９年度

で，先ほどの３１名ということと，荘野の方が１９名というふうな見込みでございます。 

 ３１名というのは夏休みも含めておりますので，年度当初は２４名という見込みでござ

います。失礼いたしました。 

委員長（高重洋介君） 副委員長。 

副委員長（川本 円君） 非常に設立に当たっては喜ばしいことだと思うので，積極的に

やっていただきたいのですけども，ここでもう一度放課後児童クラブの運営そのものをち

ょっと整理してお聞きしたいのですけど。今ある児童クラブは，当然市の直轄でやってい

るところと，こども園に委託されているところと，おそらく今回東野放課後児童クラブと

いうのは，地域の人が主体となって見守るような形を，３段階に多分分かれていると思う

のです。 

 これ中通の時も，荘野の時もそうですけれども，今までは地域の皆様で運営していただ

いたのですけども，いろんな諸事情があって，こども園に委託先を変えていくという傾向

にあると思うのですけども，今回東野放課後児童クラブが地域の人でやられると，その時
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の人員の確保はちゃんとできているのか。それとあわせて，今後もし児童数が減った場合

に，運営そのものが行き届かなくなった場合のケースというのも考えておられるかどうか

というのをちょっとお聞きします。 

委員長（高重洋介君） 福祉部長。 

福祉部長（今榮敏彦君） 先ほど来，課長の方が設立の経過を説明しております。形態と

しては，副委員長おっしゃるように，委託形態をとる実施母体というのは，当初保護者等

を中心に設立された学校区の放課後児童クラブが地域の認定こども園さんの方に，中通さ

んはもう既に移っておられますし，賀茂川さんも実は今回から移るという背景がございま

す。実は，北部地区，賀茂川中学校区に放課後児童クラブが荘野小学校を中心として設置

をしていた流れの中で，待機児童が見込まれるということで実施を踏み切るということな

のですけれども，先ほど副委員長からも説明がありましたとおり，児童数そのものは今後

の見込みからしても減少していくということもございます。 

 今回の措置は，一定には賀茂川中学校区における放課後児童クラブの現行児童数が推移

しながらも，放課後児童クラブの利用者が見込まれるという，待機児童をなくすという観

点からの措置ということでございます。今後の推移を見込みますと，残念ながら児童数が

減っていくということになると，２カ所の設置がどうなのかという見直しの時期というも

のは，少なからず来る可能性があります。そういう意味からも利用実態を踏まえて事業の

あり方というものは，今後において進めなければいけませんし，この考え方そのものは子

ども子育て事業計画に基づいて，いわゆる必要量に対する事業というものの位置づけを，

これはどの事業もそうだと思いますけれども，放課後児童クラブにおいても検討をしなけ

ればいけないというふうに考えております。 

 いずれにいたしましても，この事業は厚生労働省の交付金事業でありますので，一定に

は全体の子ども子育ての支援事業は必要量に基づく措置ということで，交付金事業全体の

中でもそういうことが求められておりますので，そのように我々も時点，時点の推移を見

ながら事業のあり方は検討していきたいというふうに思っております。 

委員長（高重洋介君） 答弁漏れで指導者の確保はできているのですか，お願いします。 

福祉部長（今榮敏彦君） 失礼しました。指導者は，現状見込みとしては確保できる見込

みではありますけれども，現在まだ，時間は少ないですけども，調整をしているというこ

とで，一定には何とか見込みが立ちつつあるというふうには，担当の方からは聞いており

ます。 
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委員長（高重洋介君） 最後の質問で。 

 副委員長お願いします。 

副委員長（川本 円君） 最後，人員の確保に極力努めていただくと同時に，お聞きする

中では加配職員の数，当然，東野放課後児童クラブに対して今回加配職員をつける予定に

はなっておりますか。それだけ，最後確認させてください。 

委員長（高重洋介君） 社会福祉課長。 

社会福祉課長（井上光由君） 加配指導員につきましては，現時点におきまして配置の予

定はございません。 

副委員長（川本 円君） なしで。 

社会福祉課長（井上光由君） はい。 

副委員長（川本 円君） ありがとうございます。 

委員長（高重洋介君） そのほかございますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，１１０ページ，１１１ページ下段の母子福祉

費に入ります。 

 次のページの上段まででございます。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） その下の児童手当費に参ります。 

 その中の１，人事管理に要する経費を除きます。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いをいたします。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，１枚めくっていただいて，１１４ページ，生活保護費で

す。 

 生活保護総務費の中の１，人事管理に要する経費を除きます。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，その下段，扶助費，このページです。 
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 質疑のある方は，よろしくお願いします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，１１６ページをお開きください。 

 災害救助費ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，衛生費，１１８ページ。 

 その中の１番，保健衛生総務費の中の人事管理に要する経費を除きます。それと，３番

の公衆衛生推進に要する経費，４番の原爆被爆者に対する経費を除きます。１２１ページ

の上段までございます。１段だけあります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，１２０ページの健康増進対策費の１２３ページの上段

までです。 

 その中の健康づくり推進に要する経費のうち，１３番，後期高齢者健診委託費を除きま

す。 

 質疑のある方は，お願いいたします。 

 井上委員。 

委員（井上美津子君） １２１ページから１２３ページにかけての４番，健康たけはら２

１計画等策定に要する経費なのですけども，これは新しい事業になると思うのですが，こ

れからの委託という部分をちょっと教えていただきたいと思います。 

 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） この事業につきまして，今年度新たに行う事業ということ

になってまいりますが，概要について説明をさせていただきます。 

 この内容，健康たけはら２１計画等策定事業ですが，内容が３本立てになっておりま

す。１点は，それぞれ法律に基づいておりますが，健康増進法に基づきます第２次健康た

けはら２１計画が１点。２点目といたしまして，食育基本法に定めのあります第２次食育

推進行動計画。そして，今年度から初めてですが，自殺対策基本法に基づきます自殺対策

計画。この３本を策定するという内容になっております。策定に関しましては，ワークシ

ョップであるとか，関係者のヒアリング，市民アンケート等を行いながら取組を進めてま

いりたいと考えております。 

 まず，１点目の健康たけはら２１でございますが，健康寿命の延伸と，健康格差の縮
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小，生活習慣病の発症予防と重症化予防等健康づくりに関する施策を計画してまいりたい

と考えております。 

 ２点目の食育推進行動計画ですが，若い世代や多様な暮らしに対応した食育，食の環

境，食の循環を意識した食育であるとか，食文化の継承に向けて食育等，食に関する施策

を取り込んだ内容となっております。 

 自殺対策計画ですが，このたび法により義務づけられましたが，本市の状況に応じまし

た自殺対策等について計画を進めていく内容でございます。 

 いろんなアンケート調査等もありますので，これらの３本の計画につきまして，一体と

して計画を進めていくという状況になっております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 井上委員。 

委員（井上美津子君） これらの３つの計画を立てるに当たって，ワークショップとか，

アンケートとかをとられるということですけど，これについてもう少し詳しく。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） 様々な計画，竹原市としても持っておりますけれども，そ

ういった中で当然分析とか，いろんなものにつきましてはアンケート調査であるとか，こ

れまでの経緯，それから今後の推計等をやっていくのですけれども，それは委託の中でも

やっていけるのですが，やはりそういったものを住民の皆様にお示しして，生の声を聞い

て計画を策定していくという段取りになっております。そういった形で我々だけで策定す

るのではなく，いろんな声を取り入れていきたいと考えております。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，１２２ページ，２３ページ上段の方，予防費

について質疑のある方は，挙手にてお願いをいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続きまして，１２４ページをお開きください。 

 下段，母子保健費，１２７ページの上段まででございます。 

 質疑のある方は。 

 今田委員。 
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委員（今田佳男君） ８番の妊婦健診受診報償，これ年々減っているのですけど，この見

込みはやっぱりこういう数字になるのかなという気はするのですが，ちょっと確認で。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） 妊婦健診ですけれども，これは１回当たり２，０００円

で，出産までの間に１４回受けていただくということになっておりますが，２６年の平均

で大体１１．９回という平均値が出ております。それで，今回の３２４万円の金額と申し

ますのが，出産予定を１３５名と推計しております。数年前と比べても，やはり予定では

下がっているという状況であります。これの１２回ということで，１回当たり２，０００

円ということで３２４万円を計上させていただいております。 

委員長（高重洋介君） 今田委員。 

委員（今田佳男君） いつも数値を見てて，だんだん減っていっているというのはわかっ

ているので，そういう感じになるかなと思います。 

 その下の１３番の妊婦・乳児健康診査委託料ですか，これ乳児も入っているのですけれ

ども，これ安田先生のところのではないのですかね，ちょっと間違いだったら。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） これは受診券で，安田病院でも使えますが，その他健診が

可能な病院であれば，市外になりますけれども，使えるという状況になっております。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 その他ございませんか。 

 堀越委員。 

委員（堀越賢二君） １２５ページの１の１９，不妊治療のところですが，概要の中にも

これが３５歳未満ということの年齢の条件が設けられているということについて，済みま

せん，お聞かせください。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） この制度，特定不妊治療，平成２５年に開始いたしており

ますが，それに続きまして特定不妊治療ではなく一般不妊治療という方にも拡大をして行

っております。特定不妊治療につきましては，４３歳未満ということになっておりますけ

れども，こちら一般不妊治療については３５歳未満という状況になっております。この年

齢につきましては，特定不妊治療をまず先に設定したということで，それに行くまでにな

るべく若い段階で，まずこういった治療をしていただきたいというのがあります。年齢を
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重ねるにつれまして妊娠しにくくなるであるとか，あるいは扶育の状態，ともすれば流産

のそういったリスクが高くなるということです，ある程度広島県民行動の喚起という意味

を含めて，県の方でまずスタートをされました。それに伴いまして，竹原市におきまして

も助成を行うということにしております。 

委員長（高重洋介君） 堀越委員。 

委員（堀越賢二君） 実際，今婚期も晩婚化ということでもありますし，皆さんどうして

も共働きで働いていく中で，生活のスタイルも変わっていますし，働き方をどうやってこ

れから考えていくのかということで，国自体も考えていく方向でありますので，やはりい

ろんな調査に基づいての年齢の設定ではあるとは思いますので，ただこういうことが竹原

市としては積極的にやっていますよということを，どうしても暗いイメージといいます

か，なかなか妊娠できないという状況にあると，どうしてもオープンになかなかしにくい

ところもありますし，いろんな家庭の中のプレッシャーであるとか，会社の中のプレッシ

ャーとか，地域のもろもろのことがあるので，本当にわかりやすく，広くこういったよう

なことを，広報も含めて皆さんに知っていただくというところにもしっかりを力を入れて

いただきたいと思いますし，年齢的なところについても，今後いろんな調査によって年齢

のものについても違った方向が出れば，それに合ったような形をとっていただきたいと思

います。 

委員長（高重洋介君） 答弁は。 

委員（堀越賢二君） できる範囲で。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） この施策は，先ほども申しましたが，特定不妊治療とあわ

せまして効果を上げる意味で３５歳という設定をしておりますけれども，目的は子どもを

持ちたいという希望をお持ちの方々の願いに少しでも応えられるような施策ということで

始めております。まだまだ特定不妊治療の方も，人数的には少ないという状況があります

が，その治療を行った方々の成果というのも出ているというのも聞いておりますので，こ

ういったことをＰＲすることによって，子どもを持つことを希望されている皆様が少しで

もそういった方向に向けるような施策にしていきたいと考えております。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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委員長（高重洋介君） ないようでしたら，１２８ページ，１２９ページです。診療所施

設費，中段になります。 

 ありませんか。よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，その下段，保健センター費の中の１，人事管理に要す

る経費を除きます。１３１ページまでございます。 

 質疑のある方は，よろしくお願いします。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，消防費に参ります。 

 １９６ページをお開きください。 

 よろしいですか。１９６，１９７ページの３，地域防災ネットワーク推進事業に要する

経費のうち，消耗品費，印刷製本費，通信運搬費，システム保守委託料について質疑のあ

る方は，挙手にてお願いいたします。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，教育費の方に参ります。 

 ２２９ページをお開きください。 

 ２２９，２３０ページ，３１ページ上段の中の２，青少年指導に要する経費のみです。 

 ここに質疑のある方は，挙手にてお願いをいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，どういたしましょう。 

 これから介護保険の特別会計に入ります。休憩を一旦挟みましょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，２時１０分まで休憩とります。 

              午後１時５３分 休憩 

              午後２時０５分 再開 

委員長（高重洋介君） 休憩を閉じて委員会を再開します。 

 それでは，介護保険特別会計に入ります。 

 歳出，歳入の順に審査をしてまいります。 
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 まず，歳出の方で４０４ページ，５ページをお開きください。 

 総務管理費，このページ一括で参ります。 

 ございませんか。 

 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） せっかくですから，時間外勤務手当１５０万円ですよね。ちょっと

他と比較してみて，ほかの特別会計は，例えば国民健康保険税特別会計は４０万円，それ

から後期高齢者は２０万円というふうになっていますけども，この会計において時間外勤

務手当が多い理由を教えてください。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） この１５０万円ですが，大きく分けて２つ考えられます。

１点につきましては，週１回か週２回程度ですが，年間で５０回から６０回介護保険の認

定審査会というのを行っております。これに大体これは７時から８時ぐらいまで２時間程

度ありますので，これへ職員２人係りますので，その時間外勤務手当が１点。 

 もう一点は，我々と一緒に活動，活動というのも失礼な話なのですが，医者の方である

とか，看護師さん，そういった方々と講演会であるとか，いろんな行事を開きます。研修

会も開きますが，これが大体夜の７時からであるとか，休みの日，こちらの方をかなり土

曜，日曜の方が多いということでありまして，講演会であるとかやっております。そうい

った形で他と比べて多くなっていると考えております。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） そういうことが割と恒常的にある会計であるということは，今おっ

しゃったとおりだと思うのですけども，これもやっぱりどの時間外勤務手当についても言

えることですけれども，例えば時間外勤務手当の命令とそれから現認というか，これはど

ういう形で行われているか教えてください。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） 先ほど御説明いたしました２つの大きな審査会と講演会等

の休日出勤等につきましては，全て事前に届け出た上で私の方が時間外命令という形で出

しております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） したがって，現認も課長自らが現認をされているということです
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ね。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

 そのほかございませんか。 

委員（松本 進君） 確認だけ。下のこの事業計画を立てろというのがあって，今までは

一般質問でしましたけれども，ちょっと確認だけしたいのは，この概要の説明もあるよう

に，介護実態調査等現状把握するということが，概要の説明の中にあります。それで，端

的に言えば，これまで実態調査の数はいろいろ言ってきたので，要するにそこのサービス

の必要，施設の入所という分で，実態調査の方は待機者の要介護さんの数等があるではな

いですか。ですから，確認だけしたいのは，実態調査を反映するのだから，現在の在宅の

要介護３以上，こういったサービスの，この中の計画の中にそれを含まれて考えるとい

う，そこだけをちょっと確認しておきたい。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） この事業計画につきまして，既に１２月定例会におきまし

て債務負担行為の御決定をいただきまして，もう既に事業に取りかかっているところであ

ります。その中でアンケート調査等を，まず計画策定に先駆けて行うというとになってお

ります。 

 ２点ございますけれども，介護予防日常生活圏域ニーズ調査，これはこれまでの事業計

画の中でもアンケート調査をしておりました。今回新たに，先ほど御指摘ありました在宅

介護の実態調査ということで，新たな介護の調査を行います。これにつきましては，実際

に面談の上で介護の更新であるとか，そういった部分で，面談の上でいろんな調査をしま

す。そういった中で実際に要介護状態になる方であるとか，そういった方々に意見を聞き

ながら，それを計画の策定に活かしていくという状況になっております。当然，今の生活

がどうであるかであるとか，そういった介護をされている方々の御意見も聞きながら，集

約をしていきたいと考えております。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 是非，実態把握ということで，今回の一般質問で答弁いただいたの

は，要介護３以上，市内が申込者数が１３０人おられますよと，そのうち在宅の申込者数

が４５人ということですから，少なくとも，いろんな考えあるのでしょうが，最低限はこ

ういった方々の声をきちっと聞いて，サービスの量というのですかね，施設の量に反映す

るというような考え方でいいですね。 
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委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） 今回の先程の在宅の調査の方々につきましては，介護認定

の更新の際の訪問調査で聞かせていただくことになります。したがいまして，在宅の方で

そういった方が，今御指摘いただいた方々も更新期にかかる方がいらっしゃると思うの

で，しっかりその辺はお声を聞いていきたいと考えております。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） どういうアンケートであれ，実際負担なしの希望というのは，ある

意味無制限ですよね，無制限にね。それで，結局のところはそのサービスを望むことと，

最後は保険料という話になるわね，多分，負担の話よね。だから，そこら辺のところでこ

れから，おそらく民生都市建設委員会でもいろいろ議論になったり，一般質問でも出てく

るかもわからないけれども，そこら辺のところが，結局サービスを希望する，またしない

人もいるけれども，被保険者の保険料へ間違いなく反映するだろうと思うのだけど，そこ

ら辺について答弁できる範囲内で構わないので，答弁お願いしたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） ３年ごとの計画なのですけれども，まず計画の主な内容で

必要なサービスがどのぐらいの量があって，その３年間の動きがどうであるというのを，

先ほどのアンケートであるとか，現在の認定状況であるとかと，そういった中をいろいろ

試算をする中で全体のサービス量を決めていくということになっております。 

 また，保険料につきましても一定の負担割合がございますので，それに伴って１号被保

険者数がどれだけいらっしゃるかとか，そういった所得状況等も踏まえて決定をしていく

ということになっております。おっしゃるとおりで，業務量，サービスもしなければなら

ない，そして保険料の高騰もなるべく抑えていかなければならないという中で，かなりジ

レンマの部分もあるかと思うのですが，まずはサービス量，皆様がどれだけのサービスを

必要としていらっしゃるか，そういったことを考えながら，そして保険料の設定も十分配

慮しながら行っていくべきものと考えております。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） 医療保険もそうだけど，介護保険制度も結局のところはその財源，

膨れ上がるサービスに対して，なかなかそれに見合う形での財源が得られない。それは，

１つには被保険者の保険料も含めて，やはり限界があるという形の中で，相当ジレンマに

陥るというか，担当される職員なり，課長，部長の方は，ある意味相当深刻な悩みを抱え
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ながらの作業にはなると思うのだけれども，そこらの辺もしっかりと踏まえた上で，当然

実態は正確に把握していただかなければいけないけれども，また被保険者の負担であると

か，財源問題等についても，そこら辺の総合的なバランスというか，そこにもしっかりと

配慮して仕事を進めていただきたいと思います。答弁は結構です。 

委員長（高重洋介君） その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，介護保険特別会計については，費目は項単位で進行を

行ってまいりますので，よろしくお願いいたします。 

 ４０６ページ，４０７ページをお開きください。 

 徴収費について質疑のある方は，お願いをいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，４０８ページ，９ページ，介護認定審査会費について

質疑のある方は，お願いをいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，保険給付費，４１０ページをお開きください。 

 介護サービス等諸費について質疑のある方は，お願いします。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） ちょっと１点だけ，ここに入っているのだろうというので，ちょっ

と教えてほしいのも含めてですが。昨年予算の資料の時に要求しまして，昨年の資料の中

で１点，介護保険制度の境界層措置状況というので，２７年度は２件利用があって，これ

は私が理解しているのは，保険料を払って，使って生活保護費を下回るような事態になっ

てはいけないということでこういう制度があって，この２件しかないのだけども，少しで

も負担を軽減するという趣旨ではないかというので，ここのどこに入っているのかという

のが，ちょっとかわらなかったから，サービスの給付の中であるのかなと思ってちょっと

しました。 

 去年の平成２７年度の資料で２件ですけれども，こういった新年度予算では，そういう

のがここの中に組まれているのか，ちょっと教えてほしいのと，そういったこの制度の決

定というのですか，境界層措置というて，私もちょっと去年初めて知って資料を要求した

わけですから，その制度の趣旨が私もわからなくて，決定というのですか，こういう軽減

措置がありますよという周知徹底も要るのではないのかなということを含めてお尋ねして
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おきたい。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） これにつきましては，制度としては運用しております。た

だ，給付の中にあるかというとそうではなくて，給付を軽減するわけですので，特にそれ

は金額としてあらわれるものではございません。 

 当方の方でやっております措置ですけれども，５段階ございまして，まずは給付額の減

額の停止，そういった措置はとっておりませんので，まずこの１点は対象にならないとい

うことでございます。 

 順番の２番目でいきますと居住費であるとか，３番目の食費です，施設入所に関する部

分，ここの部分を軽減していくという部分で，先ほど委員御指摘いただきましたが，２７

年度２名ということでしたが，平成２８年度，現在の段階でも２名の方がいらっしゃると

いう状況でございます。平成１２年から始まっておりますが，延べで５人の適用という形

でございます。これにつきましては，担当等との連携をとりながら適切に運営をしてまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） これは，申請主義なのか，あとはそういう制度を知らなかっても適

用してもらえるよということなのか，ちょっとそこだけ。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） これは，生活保護との関係ということになってまいります

けれども，介護保険を利用することによって，その利用料を負担した場合は，生活保護を

必要とする状態になる方がいらっしゃった場合に，そういった介護保険の方を減額するこ

とによって，生活保護の状態になることがないようにする措置でございます。これに係る

介護保険の，先ほど申しました軽減措置，境界層に係る軽減措置につきましては，平成２

８年度の対象者は２名という状況でございます。 

委員（松本 進君） その周知というか，申請して……。 

委員長（高重洋介君） マイクで発言して……。 

委員（松本 進君） 済みません。要するに，この制度をね。 

委員（宮原忠行君） 申請主義かどうかということ。 

委員（松本 進君） そうそう。申請主義だったら，そこどうかということです。 
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委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） 申請主義でございます。生活保護申請時にそのような形で

調整を行っているという状況でございます。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） ちょっと関連して質問させて。 

 普通介護の場合は，ケアマネジャーがいて，おそらくそのケアマネジャーとかが被保険

者本人であるとか，いろんな形の中で，例えば被保険者の経済状況であるとか，あるいは

家族状況であるとか等々を知って，こういう方法があるよというので，これ申請しなさい

といってケアマネジャーがつくってくれたりするということもある思う。だから，私は現

在のところシステムだったら，今，松本委員の方からあったように，一般的に広く周知し

なくても，今のそうしたケアマネジャーを含んだ認定のシステムの中で十分機能するので

はないか思うのだけど，そこら辺についてどう考えるか，答弁をお願いしたいと思いま

す。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） ２つの制度がございます。生活保護の制度と介護保険の制

度がございますので，それぞれに担当もおりますし，またおっしゃるとおりケアマネジャ

ーが必ずついていらっしゃると認識いたしております。そういった中で，そちらの方々の

方にＰＲをするであるとか，そういった形で連携をとるといった形です。多職種の中で連

携をとりながらこの事業を周知していきたいと考えております。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 引き続き，介護サービス等諸費が４１２ページ，４１３ページご

ざいます。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，介護予防サービス等諸費に移ります。 

 ４１４，４１５，４１６，４１７まで。 

 いいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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委員長（高重洋介君） ４１８ページをお開きください。 

 高額介護サービス等費，ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ４２０ページ，高額医療合算介護サービス費，ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，開いていただき，４２２ページ，特定入所者介護サー

ビス費，ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ４２４ページ，その他諸費。 

 いいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ４２６ページをお開きください。 

 介護予防・日常生活支援総合事業費，４２６，４２７，全般です。 

 ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ４２８ページをお開きください。 

 包括的支援事業２事業費について質疑のある方は，お願いします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ４３２ページ，基金積立金。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続きまして，４３４ページ，諸支出金。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，４３６ページ，３７ページ，予備費です。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，歳入の方に移らさせていただきます。 

 ４００ページに戻ります。 

 ４００，４０１ページの中から一括で行います。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） 保険料に関わってお尋ねしたい。 

 ここに今年度は６億７，１００万円余りの保険料ということですけれども，これは昨年
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の当初予算で資料を要求しました。個別に保険料が９段階になっていると思うのですが，

保険料の変化があれば別なのですけど，保険料の第１段階から９段階までのそれぞれの保

険料と，そこの対象人数を言っていただきたいということです。 

委員（宮原忠行君） 今の松本委員の質問で，もし資料があるなら，もうみんなに配って

あれしたらどうかと思うのですけど……。 

委員長（高重洋介君） 資料請求が出なかったので。 

 いいですか。 

 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） ９段階ございます。保険料について御説明いたします。 

 第１段階，これ金額もですね。 

委員（松本 進君） 変わらなかったら同じでいいです。 

健康福祉課長（塚原一俊君） 金額は去年と変わっておりません。人数につきまして第１

段階が１，７７７人，２段階が１，０１４人，３段階が８７８人，４段階が１，０８１

人，５段階が１，４３５人，６段階が１，７８７人，７段階が１，２６３人，８段階が５

９９人，９段階３７５人ということで，合計１万２０９人ということになっております。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） 今度，保険料の関係で右の方の説明欄の滞納処分の保険料というこ

とがありますけれども，これはひとつ１３４万２，０００円ということですけれども，滞

納の全体の，１３４万２，０００円というのは何％ぐらいになるのかということと……。 

委員長（高重洋介君） 一問一答でお願いします。 

 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） 滞納の予算計上額，収入見込みを１３４万２，０００円と

しておりますが，これに係る調定額は８６２万２，０００円ということになっておりま

す。 

委員（松本 進君） 人数というのは，ちょっとわからないですか。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） この滞納者の，これは去年の予算資料をもらっている分なのですけ

れども，去年の段階では介護保険料の滞納者が，これは去年の９月の決算の時の資料をも

らって，資料では介護保険の滞納者が，この時は１５５人おられて，所得が２００万円未
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満の人が２７人ということで１７％になるのですが，先ほど言った滞納徴収の，滞納の繰

越分の保険料徴収金額ありましたけれども，そこの見通しというのですか，そこだけちょ

っと，こう言ってさっき私が去年の決算における滞納の分で，年金とか所得がいくらとか

という段階的に書いて，２００万円未満の人が２７人，１７％になるのですけども，そう

いった人もおられるわけです。ですから，こういった滞納の分の新年度の保険料の徴収の

分で，現在の滞納者の実態把握したりして，どういった対応をされるのかなということだ

けをちょっと簡単に。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） 滞納の整理の関係でございますけれども，電話催促である

とか，訪問等を適宜行いながら，なるべくなら遅くならないように，滞納してすぐ過年度

分に繰り越さないように早目の対応をとっているところでございます。 

 指摘のありました財産の調査に関しましても，実態をよく調査した上で，実際に負担能

力があるかどうかというものは調査をした上で判断し，それをもとに先方と交渉している

という状況でございます。最も理想的な形といえば，例えば分納誓約，こういったものを

とる中で少額ずつでもいいので，確実に納めていただくというのがよろしいのですが，そ

ういったことを心がける中で様々な調査，面談等を含めまして，今後滞納整理に取り組ん

でまいりたいと考えております。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） 国保の場合だったら一定の徴収率，これ現年と過年度分を合わせて

一定の徴収率以下だったら，国保の場合だったら特別調整交付金が減額措置，ペナルティ

ーを国から受ける。それで，介護もおそらくそういう同じシステムだろう思うのだけれど

も，おそらく調整交付金なんかのペナルティー措置があるのかね，わからなければいい

よ。答弁できるのなら答弁して。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） 直接的に国からの助成であるとか，補助金等が削減される

というペナルティーは存在しないと考えております。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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委員長（高重洋介君） それでは，１ページめくっていただきまして，４０２，４０３の

ところで質疑のある方は，挙手にしてお願いをいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，これをもって福祉部の個別審査を終了いたします。 

 以上で市民生活部，福祉部の個別審査を終了いたします。 

 次回は３月８日水曜日１０時から建設部の個別審査を行います。 

 以上で第４回予算特別委員会を終了いたします。 

 御苦労さまでした。 

              午後２時３２分 散会 

 

 


